
主な内容 第 52 回予科練戦没者慰霊祭開催
6 月 2 日、予科練戦没者慰霊祭( 主催：公益

財団法人海原会 )が予科練平和記念館と 
連携して開催されました。

式典は、陸上自衛隊武器学校内の雄翔園に
おいて行われ、ご遺族・関係者・一般参加の皆
さまなど多くの参列者が予科練戦没者の 
御霊に対して献花を行いました。

令和元年
6 月28 日発行
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紹介します！令和元年度の統計調査員さん…

プレミアム付き商品券（低所得者・子育て世帯対象）…

子育て世代包括支援センターがオープン…

腹部超音波検診・大腸がん検診の申し込み…

まい・あみ・まつり 2019 実行委員会からのお知らせ…
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人と自然が織りなす，輝くまち

同敷地内『雄翔館』では
乙飛十八期山岸啓祐少尉の遺品展が
6 月 2 日まで開催されました

陸上自衛隊武器学校敷地内『雄翔園』の『予科練之碑』にて
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▼対象
平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 6 月 30 日までに

町に転入した人で、下記の町認定事業所にお勤めの
人のうち、下記の支給要件をすべて満たしている人

▼支給要件
▼町に定住（3 年以上）する意思がある
▼過去に町の住民基本台帳に記録されたことがな

い者、または町からの転出後、23 か月以上を
経て町に転入した者

▼申請日に町の住民基本台帳に記録されている者
▼支給を受けようとする者およびその者が属する

世帯の者に町税等の滞納がないこと
▼生活保護を受けている世帯に属していないこと

▼支給額
▼持家の場合：50 万円を上限として、住宅の取得

に要した額の 8 分の 1 以内、住宅の工事等に要
した額の 2 分の 1 以内

▼賃貸の場合：2 人以上の世帯で 30 万円、単身世帯で
20 万円、その他の場合で 20 万円 ※ただし、住宅
の耐震性が書面等で確認できることが必要です

▼問い合わせ
商工観光課☎ 888―1111（172）

❶町内事業所等従業者移住促進奨励金
▼対象

平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 6 月 30 日まで
に町に転入した人のうち、3 年を超えて町に定住
する親がいて、申請者が町内に転入することによ
り、親・子・孫の 3 世代が町内に居住する場合で、
下記の支給要件をすべて満たしている人

▼支給要件
①の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です

▼支給額
①の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です

▼問い合わせ
政策秘書課☎ 888―1111（283）

 
▼対象

平成 31 年 1 月 1 日から令和元 6 月 30 日までに
第 3 子以降の子が生まれた人で、第 3 子以降の子が
生まれた時点で町の住民基本台帳に登録されている
保護者等、第 3 子以降の子が生まれたときは他の市
町村に住んでいたが 6 月 30 日までに町に転入した
保護者等で、下記の支給要件をすべて満たしている人

▼支給要件
▼町に定住（3 年以上）する意思がある
▼第 3 子以降の子と同一の世帯に属し、かつ現在

も同居している
▼支給を受けようとする者およびその者が属する

世帯の者に町税等の滞納がないこと
▼町政モニターとなることを希望する者
▼生活保護を受けている世帯に属していないこと

▼支給額
第 3 子以降の子 1 人につき 10 万円

▼問い合わせ
子ども家庭課☎ 888―1111（119）

❸第 3子以降出産奨励金

❷ 3 世代同居・近居促進奨励金

『定住促進』奨励金制度
まちの地方創生

『定住促進』奨励金制度の申請受付
申請期間：令和元年7月1日（月）～31日（水）

政策秘書課☎888−1111（283）

『定住促進』奨励金制度の申請受付を行います。町の『定住促進』奨励金制度には下記の①～③があり、それ
ぞれに支給要件があります。奨励金の対象者であるかをご確認のうえ、期間内に申請をお願いします。

必要書類など詳細については、町ホームページおよび問い合わせ担当課にご確認ください。

■申請書
申請書は、提出先各課の窓口で配布または町ホームページ（http://www.town.ami.lg.jp）内からダウンロー
ドすることができます。

■申請方法
申請書の提出は、上記①～③の各奨励金ごとの担当課に直接持参してください。
※ただし①は、町認定事業所等が従業員の申請書を取りまとめて申請してください
※奨励金は予算の範囲内で交付するため、希望された額を交付できない場合がありますので、ご了承ください

地方創生

▼小川香料株式会社つくば事業所▼河村電器産業
株式会社つくば工場▼キヤノン株式会社阿見事業所
▼キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式
会社▼キヤノンモールド株式会社阿見事業所▼株式
会社ツムラ茨城工場▼東洋科学株式会社阿見工場
▼トキワ精機株式会社阿見工場▼日本サポートシス
テム株式会社▼雪印メグミルク株式会社阿見工場

（事業所の認定は商工観光課で随時受け付けしてい
ます。事業所の認定要件等の詳細はお問い合わせく
ださい）
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問い合わせ　〒 300－0392 阿見町中央一丁目 1 番 1 号　総務課職員第一係☎ 888ー1111（211・212）
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④試験日・試験場および合格者の発表
区　分 1 次試験 2 次試験
期　日 9 月 22 日（日） 11 月中旬ごろ

試験場 茨城大学（水戸市文
京 2 丁目 1 番 1 号）

1 次試験合格者
に通知します

合格者
の発表

10 月 上 旬 ご ろ、 本
人に通知します。
また、町ホームペー
ジには合格者の受験
番号を掲示します

12 月中に、本人に
通知します

⑤新卒者給料
初任給（平成 31 年 4 月現在）

高校卒 短大卒 大学卒

148,600 円 161,300 円 180,700 円

▼学校卒業後一定の経験年数がある人は、上記金額
に一定額が加算されます

▼給料のほか、扶養・住居・通勤・時間外勤務・期末・
勤勉手当が支給されます

※　1 次試験の合否判定は択一式の筆記試験のみで判定
し、論文・作文は 2 次試験の合否判定資料とします

② 1 次試験　（大学以上の学歴を有する人は試験区分
B での受験はできません）

試
験
区
分
・
科
目

A
（大学卒）

●公務員として必要な大学で履修した程度の一般的
知識・知能（時事、社会・人文、自然、文章理解〔英
語を含む〕、判断・数的推理、資料解釈）の択一試験

●一般常識・文章力等を測るための論文試験※

B
（短大・高
校卒など）

●公務員として必要な高等学校で履修した程度の一
般的知識・知能（時事、社会・人文、自然、文章理解〔英
語を含む〕、判断・数的推理、資料解釈）の択一試験

●文章力等を測るための作文試験※

③ 2 次試験
口述試験 個別面接による主に人物についての試験

実技試験等 保育に必要なピアノ等の実技試験（保育士のみ）
身体検査 職務遂行に必要な健康度を有するかの検査

①試験区分・採用予定人数
試験区分 採用予定人数 職務内容

一般事務職 12 人程度 一般事務

栄養士 2 人程度 栄養関係業務

保育士 2 人程度 保育業務

令
和
元
年
度（
令
和
2
年

4
月
1
日
付
採
用
予
定
）

町
職
員
採
用

試
験
案
内

町職員募集
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町の財政状況を公表します

平成30年度

財政事情
町民の皆さんに町政の運営状況についてご理解を深めて
いただくために、平成 30年度（平成 31年 3月 31日現在）
の各会計予算の収支状況等をお知らせします。
なお、一般会計および特別会計の収支状況は、平成 31
年 3月 31 日までに発生した債権や債務を整理するための
出納整理期間（平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 5月 31
日までの 2か月間）における収入支出は含まれませんので、
決算額（最終確定額）とは一致しません。

■一般会計 （単位：千円・％）

■公営企業会計（水道事業） （単位：千円・％） ※収益的：事業の管理・運営に関する収入および支出
をいいます

※資本的：施設の建設・改良などに関する収入および
支出をいいます

※資本的収支の支出に対する収入の不足額は、過年
度分損益勘定留保資金等で補てんします

※消費税・地方消費税を含みます

区 分 予算現額 執行済額 執行割合

収益的
収入 1,201,809 1,225,631 102.0
支出 1,128,227 1,007,437 89.3

区 分 予算現額 執行済額 執行割合

資本的
収入 244,220 366,915 150.2
支出 864,268 722,846 83.6

歳　入 歳　出
区 分 予算現額 収入済額 収入割合 区 分 予算現額 支出済額 支出割合

町 税 7,577,368 7,584,666 100.1 議会費 148,357 144,327 97.3
地方譲与税 188,000 186,573 99.2 総務費 1,693,310 1,440,506 85.1
地方消費税交付金 853,198 853,198 100.0 民生費 5,646,798 3,970,993 70.3
地方特例交付金 43,130 43,130 100.0 衛生費 1,134,151 916,374 80.8
地方交付税 548,330 579,083 105.6 農林水産業費 281,414 169,445 60.2
分担金及び負担金 264,589 227,807 86.1 商工費 278,232 117,423 42.2
使用料及び手数料 252,149 227,606 90.3 土木費 1,984,020 815,301 41.1
国庫支出金 1,788,457 1,438,400 80.4 消防費 664,378 630,548 94.9
県支出金 1,328,033 607,957 45.8 教育費 3,391,594 2,295,055 67.7
繰入金 419,351 377,265 90.0 災害復旧費 1 0 0.0
繰越金 949,811 949,811 100.0 公債費 1,371,002 1,280,463 93.4
諸収入 539,582 412,881 76.5 諸支出金 129,879 129,879 100.0
町 債 1,709,300 520,100 30.4 予備費 14,175 0 0.0
その他 276,013 276,806 100.3

合 計 16,737,311 14,285,283 85.3 合 計 16,737,311 11,910,314 71.2

■特別会計
会計名 予算現額 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合

国民健康保険 4,835,924 4,543,303 93.9 4,470,674 92.4
公共下水道事業 1,916,604 961,700 50.2 1,145,494 59.8
農業集落排水事業 137,978 48,208 34.9 117,394 85.1
介護保険 3,335,071 2,742,216 82.2 2,924,794 87.7
後期高齢者医療 894,526 453,031 50.6 875,225 97.8

合 計 11,120,103 8,748,458 9,533,581

●町債
区 分 年度末現在高

一般会計 14,892,000
特別会計 6,671,098

公共下水道事業 5,689,784
農業集落排水事業 981,314

公営企業会計（水道事業） 1,573,220
合　計 23,136,318

■町債等の現在高
（単位：千円）

区 分 年度末現在高
財政調整基金 2,495,740
減債基金 373,100
その他の基金 1,851,760
国民健康保険支払準備基金 280,000
公共下水道整備基金 100
農業集落排水事業債減債基金 36,474
介護給付費準備基金 336,368
土地開発基金（現金） 3,600

合　計 5,377,142

■基金の現在高 （単位：千円）

●一時借入金
なし

※出納整理期間（平成 31
年 4 月・令和元年 5 月）に
おける借入額を含みます

（単位：千円・％） ※予算現額（一般会計およ
び特別会計）：当初予算額
に 4 月以降の補正予算
額・予備費充用・費目間の
流用・前年度からの繰越
明許にかかる繰越額など
を増減した後の予算額

※会計それぞれの性質およ
び事業の内容により、そ
の執行状況が異なります

財政課☎888ー1111（221・222）

( 平成 31年 3月末現在 )

町の財政事情
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ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）は犯罪であり、人間の尊厳をおとしめる行為です。町では、これらの
認識を深めるための啓発活動を行うとともに、相談体制の充実を図ります。

6 月 23 日～ 29 日は男女共同参画週間です

国では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年 6 月 23 日を踏まえ、平成 13 年
度から、毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取組を通じ、
男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。

令和元年度は、性別に関わらず「学び」を通じて、ひとりひとりの意欲と希望に応じた多様なライフ
キャリアの選択と実現を応援するキャッチフレーズを募集し、下記のとおり選定されました。

令和元年度キャッチフレーズ：男女共同参「学」　『知る　学ぶ　考える　私の人生　私がつくる』

配偶者や恋人からの暴力、DV( ドメスティック・バイオレンス )に悩んでいませんか？
ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、親密と言われる関係にある人（配偶者・内縁の妻や夫・恋人等）

から受ける暴力のことをいいます。また、10 代から 20 代の若者を中心に『デートＤＶ』という、恋人同士
の間で暴力によって相手を思い通りにしようとする行為が問題視されています。

町の虐待・ＤＶ等の相談状況（平成 30 年度）
町では「阿見町児童虐待 , 障害者虐待及び高齢者虐待並びに配偶者等からの暴力等の防止に関する条例」に

基づき、相談状況について下記のとおり公表します。
●面接や電話による相談件数　117 世帯 194 人

相談内容 相談世帯数 相談人数
配偶者等からの暴力 54 世帯 114 人
児童虐待 46 世帯 63 人
障がい者虐待 2 世帯 2 人
高齢者虐待（65 歳以上） 15 世帯 15 人

合　計 117 世帯 194 人
※町では各課が相談窓口となり、情報を共有しながら連携をとって対応しています。また、警察・県相談 

センター・児童相談所等の関係機関と協力し、さまざまな問題についての相談を受け付けています
『ひとりで悩まず、まずはご相談ください』

●県内の女性相談等一覧
名　称 電話番号

配偶者暴力相談支援センター（女性相談センター）
▼平日：午前 9 時～午後 9 時　▼土・日・祝日：午前 9 時～午後 5 時 029ー 221 ー 4166

県警女性安心パートナー（県警本部内：女性警官 24 時間対応） 029 ー 301 ー 8107
牛久警察署 029 ー 871 ー 0110
女性の人権ホットライン（水戸地方法務局） 0570 ー 070 ー 810
いばらき被害者支援センター 029 ー 232 ー 2736
DV 相談ナビ 0570 ー 0 ー 55210

問い合わせ：阿見町役場　町民活動推進課　男女共同参画推進室☎888 ー 1111（271）
　　　　　　▼平日：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

女性のさらなる
　社会進出に向けて

町民活動推進課男女共同参画推進室☎888ー1111（271）

このマークは男女共
同参画社会のシンボ
ルマークです―女性が輝く社会づくり―

人がつながるまちづくり
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いきいき茨城ゆめ国体セーリング競技会開催期間中に、全国から町を訪れる選手を応援する 47 都道府県の

「応援のぼり旗」を、町内小・中学校 10 校の児童・生徒の皆さんに制作していただきました。

完成した応援のぼり旗には、各都道府県の名産や方言などが描かれ、どれも工夫を凝らしたすばらしい作品

になりました。これらののぼり旗は町公民館などで展示した後、いきいき茨城ゆめ国体セーリング競技会の開

催期間中は、阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場に設置されます。ぜひ会場にご来場いただき、児童・生徒の皆

さんの力作をご覧ください。

阿見町開催競技セーリング
茨城国体開催まであと92日

問い合わせ　国体推進室　888－1111（226）
Vol.15

茨城国体阿見町実行委員会HPでは国体情報を随時発信中!!「国体阿見町」で検索！ 6

　「いきいき茨城ゆめ国体」都道府県応援のぼり旗が完成しました

あさひ小学校本郷小学校舟島小学校

阿見小学校 阿見第一小学校 阿見第二小学校 君原小学校 阿見中学校

朝日中学校

竹来中学校
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阿見町開催競技セーリング
茨城国体開催まであと92日

問い合わせ　国体推進室　888－1111（226）

昭和 49 年以来、45 年ぶりに開催される「茨城国体」。町ではセーリング競技が 9 月 29 日（日）から 10 月
2 日（水）にかけて、阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場で行われます。

セーリング競技会では、湖上から競技を観戦できる観覧艇乗船ツアーを実施します。船には解説員が同乗し
ますので、競技に詳しくない人でも観戦を楽しめます。

また、会場には大型の観戦用モニターも設置され、解説付きのレース中継を見ることもできます

●観覧艇乗船ツアー実施予定日：9 月 29 日（日）・10 月 1 日（火）
●観覧艇乗船申込方法：事前の申込みが必要です（定員に達しなかった場合、当日受付も実施する予定です）

※詳細は観覧艇乗船ツアー参加者募集チラシ（7 月に全戸配布予定）をご覧ください。チラシの内容は同
時期に町実行委員会のホームページでも公開します

国体セーリング競技会を観にいこう！

▲船上から観戦

▲会場の大型モニターでの観戦

　　　問い合わせ　国体推進室☎ 888 － 1111（226）7　広報あみ 6 月号通常版　2019.6.28

▲観覧艇から湖上で行われるレースを間近で観戦

　 競技会場へのアクセスについて

阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場内には一般観覧者用の駐車場がありません。

期間中は町総合保健福祉会館（さわやかセンター）脇の臨時駐車場から競技会場までシャトルバスが運行し
ます。会場にお越しの際は、そちらをご利用ください。

▲ヨットが出艇する様子
（写真はすべて昨年 10 月のリハーサル大会の様子です）



阿見台
藤山　英夫

中郷西
岩月　邦雄

阿見中
地区
23行政区

➡

中央西
内田　忠夫

中央東
大谷　隆義

西方
湯原　弘

宿
湯原　清

北
栗山　恒男

西郷
宮本　光雄

一区南
小平　義一

三区下
中村　昇

三区上
中村　恒雄

鈴木
福島　千臣

中央北
糸賀　忠

中央南
鴻巣　道明

中吉原
宮本　喜一

上吉原
飯塚　勝

大砂
山田　昭一

富士団地
小松　俊夫

上郷
関口　弘行

一区北
村田　和夫

二区北
阿久津　隆男

住吉
和泉　勉

福田
木村　幹也

上本郷
宮本　宗吉

新山
齊藤　孝

下吉原
青山　茂夫

シンワ
鈴木　進

本郷
鈴木　忠

朝日中
地区
15行政区

➡

下本郷
下村　茂

一区
川上　進

二区南
井澤　清

行政区・氏名（敬称略）

統計調査員さん紹介します！　令和元年度の

令和元年度実施の主な調査
▼工業統計調査（6 月）
▼経済センサス基礎調査（6 月～令和 2 年 1 月）
▼全国家計構造調査（10 月～ 11 月）
▼労働力調査（11 月～令和 2 年 3 月）
▼ 2020 年農林業センサス（令和 2 年 2 月）

人がつながるまちづくり
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曙南
糸賀　士

上条
廣瀨　隆

上長
伊坂　浩

下小池
福岡　修

上小池
大澤　清

寺子
加藤　誠

実穀
中島　佳男

中根
湯原　一茂

青宿
小倉　修

立ノ越
川村　誠

中郷東
種田　富雄

岡崎
善川　光章

筑見
松井　幸雄

曙東
尾崎　勝男

白鷺団地
石井　一夫

大室
吉田　栄一

霞台
新明　喜代司

廻戸
前島　静雄

新町
吉田　俊一

塙
栗山　昭能

石川
中野　茂樹

大形
宇津木　正志

君島
戸之岡　佑一

レイクサイドタウン
川端　康弘

竹来中
地区
28行政区

➡

下島津
諏訪原　実

上島津
櫻井　博

追原
飯田　孝

南平台三丁目
新井　理江

南平台二丁目
小林　幹郎

南平台一丁目
渡邉　美智

竹来
吉田　隆司

掛馬
平岡　均

南島津
大久保　卓幸

●各種統計調査へのご協力をお願いします

飯倉
松本　正明

飯倉二区
栗原　恒幸

人がつながるまちづくり
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人がつながるまちづくり

町民憲章ならびに町の花・木・鳥は、町民からの公募をもとに、「阿見町民憲章・町の花・木・鳥制定委員会」
で協議を行ない、昭和 60（1985）年 11 月 1 日に制定されました。

町民憲章とは、町民全員の意思によって、「考え、つくり、実行し育てていく」もので、町民が生活するための
約束ごとです。わたくしたちが住む郷土を愛し、誇りと責任をもって、明るく、豊かで、住みよい、そして、人間
性あふれる魅力ある町にするため、日常生活のなかで、みんなで守り、努力していく町民の共通目標となります。

町民憲章とは

町民活動推進課　☎888ー1111（272）

わたくしたちは、阿見町民であることに誇りと責任をもち、健康で、やすらぎと活力
のある、住みよい町づくりをめざして、この町民憲章を定めます。
1. 自然を愛し、水と緑の美しい町をつくりましょう
町民一人ひとりが、自然と生活のつながりを認識し、自然に親しみ、美しい自然を後世に残すこと
を目標とします。

1. 知性と教養を高め、文化の香り高い町をつくりましょう
知性を磨き、教養を高め、進んで文化活動に参加し、豊かな心を育てることを目標とします。

1. 働くことに喜びをもち、豊かな町をつくりましょう
心身共に健康で働き、生産を高め、豊かで住みよい町づくりを目標とします。

1. 自らきまりを守り、力をあわせ、明るい町をつくりましょう
社会のきまりを守ることは、当然の義務として果たし、お互いに信頼し協力し合う気持ちで、秩序
ある明るい町づくりを目標とします。

1. 思いやりと感謝の心で、あたたかい町をつくりましょう
人と人との結びつきを大切にし、お互いに深い思いやりと感謝の心をもち、どんな小さいことでも
助けあう心で、温かい町づくりを目標とします。

町　民　憲　章

町の花・木・鳥は、自然愛護への意識をより高め、人の心を和ませてくれる花を愛し、郷土の樹木を守り
育て、野鳥に親しみ、心身ともに健全で潤いのある人間性を育む目的と町のシンボルです。

町の花・木・鳥とは

●町の花『キク』 ●町の木『サクラ』 ●町の鳥『ウグイス』
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生活環境課交通防犯係☎888ー1111（253・254）

安全・安心のまちづくり

夏の交通事故防止夏の交通事故防止
失った命は、もう戻りません・・・。守りましょう、交通ルール

7 月 20 日～ 31 日まで「夏の交通事故防止県民運動」期間となっています。一人ひとりが交通安全について
考 え、 交 通 ル ー ル の 遵 守 と 正 し い 交 通 マ ナ ー の 向 上・交 通 事 故 防 止 の 徹 底 を 図 り、 安 全 安 心 な 
まちづくりを実現しましょう。

飲酒運転の根絶！　町では「飲酒運転根絶のまち宣言」を予定しています

町では飲酒運転の根絶を目指し「飲酒運転三ない運動」を強く推進しています。
『飲んだら運転しない・運転するなら飲まない・運転する人には飲ませない』を徹底

しましょう。
また、スピードの出し過ぎは重大事故に直結します。無理な追い越しはしない・

カーブでは減速する・車間距離を十分とるなど、安全運転に徹しましょう。
睡眠不足・レジャー帰りの疲れ等は、漫然運転や居眠り運転による事故の要因と

なります。時間・行程に余裕を持った計画をたて、睡眠時間を十分にとり、こまめな休憩をとりましょう。

「だめだっぺ　飲んだら乗るなと　いったっぺ」　夏の交通安全県民運動スローガン

自転車事故注意！

「気をつけて　子供に自転車　お年寄り」　茨城県交通安全県民運動年間重点スローガン

歩行者（特に子ども・高齢者）の保護

■運転者は
▼横断歩行者を守る『思いやり運転』を心掛けましょう
▼横断歩道前の一時停止や横断歩道等に接近する際には、減速を心掛けましょう
▼夕方の走行時にはライトの早め点灯、夜間走行時にはライトのこまめな上下切

替えによる早めの歩行者の発見に努めましょう

■歩行者は
▼道路横断時には、横断歩道を利用し、斜め横断は絶対しないようにしましよう
▼夕方から夜間は、明るく目立つ色の服を着て、反射材等を利用して運転者に気づいてもらう工夫をしましょう

夏休み中は、小中学生等の自転車事故多発が懸念されます。
出会い頭の衝突・安全不確認によるもの等、自転車側にも原因がある事故が発生しています。下記の注意事

項を守って、自転車の安全運転を徹底しましょう。
▼一時停止箇所や見通しの悪い場所では必ず止まり、左右の安全を確認する
▼歩行者優先。歩行者に道を譲る
▼ 2 人乗り・イヤホンを装着しての運転・スマートフォンを見ながらなどの違反

行為は絶対にしない
自転車利用者が加害者となる重大事故で、高額な賠償金を請求されるケースが 

増えています。被害者・加害者への救済措置となる自転車保険に加入しましょう。
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環境を大切に

身近な自然とのふれあい

夏の自然体験のご案内
生活環境課☎888ー1111（251）

町では、自然と共存するまちづくりを推進するため、霞ヶ浦や町内の豊かな自然を体験する事業を行ってい
ます。身近な環境学習の 1 つとして参加してみてはいかがでしょうか？

下記事業への参加申込・お問い合わせは、平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分に役場 2 階生活環境課で
受付となります（土・日・祝日を除く）。電話での申し込みも可能です。申込者には、後日ご案内を送付します。
なお、下記すべての事業は参加料無料となります。

『うら谷津』～樹木・植物・川魚などを観察して町の豊かな自然を体験～

上長地内にある自然豊かな里山・谷津田にて、自然観察会を行います。
▼日 時：7 月 21 日（日）　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
▼内 容：植物等の観察・谷津田についての説明
▼対 象：どなたでも参加可能（小学生以下は保護者が同伴できる人

に限ります）
▼募集人数：20 人（定員で締切）
▼持 参 品：虫かご（または飼育容器）・飲み物・帽子など

※魚を持ち帰りたい場合は飼育容器を持参ください
▼申込期間：6 月 28 日（金）～7 月 16 日（火）

『小池城址公園』～昆虫採集をしてみよう～

小池城址公園内で専門家の案内による昆虫観察会を行います。
▼日 時：7 月 28 日（日）　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
▼内 容：昆虫採集と観察
▼対 象：どなたでも参加可能（小学生以下は保護者が同伴できる人に
　　　　　 限ります）
▼募集人数：20 人（定員で締切）
▼持 参 品：虫取り網・虫かご（または飼育容器）・飲み物・帽子など
▼申込期間：6 月 28 日（金）～7 月 16 日（火）

『霞ヶ浦湖上体験スクール』～湖上で霞ヶ浦の水質を考えてみよう～

親子で「ホワイトアイリス号」に乗って霞ヶ浦を船上から観察したり、湖の
透視度を測ります。また、霞ヶ浦環境科学センターでは、センター内の見学や
顕微鏡によるプランクトン観察などを行います。
▼日 時：8 月 20 日（火）午前 9 時～午後 3 時 30 分
▼内 容：霞ヶ浦の湖上体験・霞ヶ浦環境科学センターの見学
▼対 象：町内在住の小学生（保護者同伴ができる人

に限ります）
▼募集人数：20 組 40 人（定員で締切）
▼持 参 品：昼食・飲み物・帽子・筆記用具など
▼申込期間：6 月 28 日（金）～ 7 月 23 日（火）

▲小池城址公園での観察の様子

▲『うら谷津』での活動
▲ホワイトアイリス号

▲プランクトンの観察



県霞ヶ浦環境科学センターでは、霞ヶ浦水質浄化強調月間（海の日〔7 月 15 日〕～霞ヶ浦の日〔9 月 1 日〕）
のメインイベントとして、「霞ヶ浦ＥＣＯフェスティバル 2019」を開催します。

霞ヶ浦や環境問題について楽しく学べるさまざまな催しを用意して皆さんをお待ちしています。
▼日　時：8 月 24 日（土）　午前 10 時～午後 3 時 30 分
▼場　所：県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市沖宿町）
▼内　容：▽各種体験教室（実験・体験・工作等）

▽環境保全団体等テント出展（水質浄化・ごみ分別等）
▽飲食・物産販売等
▽その他（研究室一般公開）
※内容が変更になる場合があります

▼入場料：無料
▼その他：▽当日はセンター駐車場が大変混雑します。土浦駅東口、臨時駐車場から無料シャトルバスを

運行していますのでご利用ください
▽センター駐車場、臨時駐車場に駐車可能な台数には限りがございます。ご了承ください

▼問合せ：県霞ヶ浦環境科学センター環境活動推進課☎ 828 － 0961
phttp://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/index.htm
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「霞ヶ浦ＥＣＯフェスティバル 2019」開催

みんなで選ぶ
緑のカーテンコンテスト

参加者募集！
生活環境課☎888ー1111（251）

ご家庭で育てた「緑のカーテン」を写真撮影して、コンテストに応募しませんか？　応募していただいた写
真は公民館のロビーに展示し、写真をご覧いただいた皆さんにコンテストの投票をしていただきます。

▼対 象：町内の各家庭・企業が今夏育てた「緑のカーテン」であること
▼募集期間：8 月 1 日（木）～ 29 日（木）
▼申込用紙：役場 2 階生活環境課・各公民館・各ふれあいセンターの窓口

にて設置します
▼申込方法：応募用紙に▽氏名（会社名）▽住所▽電話番号▽タイトル

▽植物名を記入し、Ｌ判カラー写真 2 枚（遠景〔全体がわ
かる写真〕・近景の写真を各 1 枚）を貼付のうえ下記に直接
または郵送で申し込む　※応募写真等は返却しませんので
ご了承ください

▼申 込 先：〒 300 － 0392 阿見町中央 1 － 1 － 1　阿見町役場生活環境課
▼展 示 等：▽応募された写真は下記の通り展示します。ぜひ投票にもご参加ください。

8 月 31 日（土）～ 9 月 12 日（木）：君原公民館
9 月 14 日（土）～ 26 日（木）： 本郷ふれあいセンター
9 月 28 日（土）～ 10 月 10 日（木）：かすみ公民館

▽応募作品の中から優秀な作品 5 点を選び、『さわやかフェア 2019〔10 月 27 日（日）開催〕』
において表彰式を行います。

▼そ の 他：▽主催：阿見町生活環境課▽共催：アミエコクラブ
▽協賛：阿見町商工会・株式会社ヰセキ関東甲信越・三菱商事ライフサイエンス株式会社

環境を大切に
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6 月：❶ゲーム交流会・炬火イベント
❻春季ソフトバレーボール大会

7 月：❸❺楽しく体を動かす健康体操
❹夏休み創作教室 2 回

9 月：❸❺料理教室❷❹園芸教室 2 回
11 月：❻秋季ソフトバレーボール大会

❶ふれあいイベントまつり
❶ふれあいスポーツ交流会

12 月：❶ふれあいウォーキング
1 月：❹料理教室 2 回
3 月：❶ふれあい演奏会❸❺そば打ち教室

※他に行政区への「出前講座」や各部会の移動学習
も計画しています

●問い合わせ　中央公民館☎888 ー 2526

生涯学習課生涯学習係（中央公民館内）☎888ー2526

ようこそ！
ふれあい地区館へ
ようこそ！
ふれあい地区館へ
みなさんのご参加をお待ちしています！

※各地区館事業の詳細は各ふれあい地区館事務局または生涯学習課にお問い合わせください

6 月：❻炬火イベント
❷開級式・輪投げ大会

7 月：❹夏休み映画会
9 月：❶三世代交流　輪投げ大会

11 月：❶ふれあい地区館まつり
❶ふれあいスポーツ交流会

12 月：❹冬休み映画会❺元気アップ体操
1 月：❷新春映画会
2 月：❷閉級式・輪投げ大会
通年：❷グラウンドゴルフ交流会

※他に行政区への「出前講座」も計画しています

●問い合わせ　本郷ふれあいセンター☎830ー 5100

7 月：❺❻三世代交流輪投げ・卓球大会
❹夏休み映画会❶国体炬火採火イベント

8 月：❶輪投げ大会
❷健康教室スクエアステップ

9 月：❸防犯教室
❷移動学習

10 月：❷❻体力測定❺そば打ち教室
11 月：❶ふれあい地区館まつり

❶ふれあいスポーツ交流会
12 月：❹料理教室
1 月：❶合同移動学習
2 月：❷閉級式オーバルボール大会

※他に行政区への「出前講座」も計画しています

●問い合わせ　本郷ふれあいセンター☎830ー 5100

実穀ふれあい地区館

本郷・あさひふれあい地区館
7 月：❹創作教室
8 月：❶映画鑑賞会❷創作教室

10 月：❶第 29 回吉原ふれあい広場
11 月：❶ふれあいスポーツ交流会
12 月：❶防犯教室

❸創作教室
1 月：❶第 2 回健康教室

❹映画鑑賞会ほか
2 月：❶第 3 回健康教室
3 月：❷閉級式
通年：❷シルバーリハビリ体操

※他に行政区への「出前講座」や各部会の移動学習
も計画しています

●問い合わせ　中央公民館☎888 ー 2526

いきいき学びの町ＡＭＩ

事務局担当　　菅谷　和雄
実穀地区の皆さま、今年は７月に国体炬火イベント

も計画しており盛り上がった内容となりました。 
また、公会堂や集落センターでの届ける事業活性化に
注力していきます。気軽に参加してください。

事務局担当　　坪田　和広
地域の皆さまのニーズに応えられるように色々な

活動を計画していきたいと思います。また、各行政区
でも移動教室や映画会・各種のセミナーを企画してい
ます。ご参加お待ちしています。

事務局担当　　吉田　隆義
阿見地区の皆さまと「ふれあい地区館」活動を通じ

て、地域交流・世代間交流が図れる事業を計画してい
きたいと思います。多くの皆さまの参加をお待ちして
います。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局担当　　関川　敏明
地域の皆さまのふれあいと交流の場である「ふれ

あい地区館」の活動を通して「人が輝き、まちがいき
る、学びのまちを目指して」努力していきたいと 
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

吉原ふれあい地区館

阿見ふれあい地区館
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6 月：❺❻阿見第一・第二合同の体力測定
❻ソフトバレーボール大会
❸ハーバリウム教室

7 月：❺ショートテニス講習会
❷移動学習
❹夏休み映画会

10 月：❶ふれあい地区館まつり
❶三世代交流会輪投げ大会

11 月：❶ふれあいスポーツ交流会
12 月：❷かくし芸大会❸押し絵教室
2 月：❺❻健康づくりハイキング

❹子ども映画会
3 月：❷❸閉級式

※他に行政区への「出前講座」も計画しています

●問い合わせ　かすみ公民館☎888ー 8111

阿見第一ふれあい地区館

6 月：❷開級式
7 月：❶炬火イベント
8 月：❽流しソーメン大会❽書道教室

10 月：❾輪投げ大会
11 月：❶ふれあい地区館祭り❶君原地区在住者

芸術作品展❾ふれあいスポーツ交流会
12 月：❷❽三世代交流会❼健康講座

❽クリスマスケーキづくり
3 月：❷閉級式
通年（毎週火曜日）：❾バドミントン

（毎週水曜日）：❷グラウンドゴルフ
※他に行政区への「出前講座」や各部会の移動学習

も計画しています

●問い合わせ　君原公民館☎889ー 1363

君原ふれあい地区館

6 月：❶炬火イベント❷開級式❸移動学習
❺❻阿見第一・第二合同の体力測定

7 月：❹移動学習
8 月：❷健康教室❹親子映画会❺❻移動学習
9 月：❷移動学習

10 月：❶ふれあいイベントまつり❸健康教室
11 月：❸お料理教室❶ふれあいスポーツ交流会
12 月：❺しめ縄づくり
1 月：❷お楽しみ会
2 月：❸味噌づくり教室❷閉級式

❹親子バドミントン大会
通年：❹バドミントン教室

※他に行政区への「出前講座」も計画しています

●問い合わせ　かすみ公民館☎888ー 8111

阿見第二ふれあい地区館

6 月：❶梅もぎ健康ウォーキング
7 月：❷❹三世代交流会❸健康体操❶炬火イベント
8 月：❹映画会
9 月：❸趣味講座❶成人体育部講座、給食センター・

予科練平和記念館等見学
10 月：❷グラウンドゴルフ大会・映画会

❺❻ソフトバレーボール・輪投げ大会
11 月：❶ふれあい地区館まつり

❺❻ふれあいスポーツ交流会
12 月：❸料理教室❹おもしろ理科教室
1 月：❷新年交流会
通年：（毎月第 2・4 火曜日）❷シルバーリハビリ体操

※他に各部会の移動学習なども計画しています

●問い合わせ　舟島ふれあいセンター☎840ー 2761

舟島ふれあい地区館

いきいき学びの町ＡＭＩ

■ふれあい地区館事業とは？
ふれあい地区館事業は、平成 2 年 4 月に『生涯学習の町ＡＭＩ』を目指してスタートし、今年度で 

29 年目を迎えました。「いつでも」「どこでも」「だれでも」を合い言葉に各行政区の集会施設等に出向き、
地域の要望に沿った事業を展開する“応える生涯学習”を中心に、町民ひとりひとりが身近で気軽に学習
できるようにすることを、ねらいとしています。

■ふれあい地区館の各部会は下記❶～❾のとおりです
❶運営委員会❷高齢者部会・シニア部会・みどりクラブ・オレンジクラブ❸女性部会❹青少年育成部会
❺成人部会❻体育部会❼文化学習部会❽ふれあい交流部会❾スポーツいきいき部会

■ふれあいスポーツ交流会11 月 24 日（日）【ふれあい地区館全体の合同事業】
町民体育館を会場にソフトバレーボールと輪投げの 2 競技で 8 地区館の交流戦を行います。

事務局担当　　和田　和彦
地域の要望に沿った事業「出前講座」を中心に、地

域の皆さまに楽しんで参加していただけるようなふ
れあい地区館活動に努力していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務局担当　　中島　宏
舟島地区の皆さまとふれあい地区館の運営委員・推進委

員の協力で、地区館の活動・事業がより活発になることを
目指していきたいと考えています。多くの皆さんのご参加
をお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局担当　　櫻井　久夫
豊かな自然環境に育まれる君原地区は、地域の絆も

強く、人情味あふれる土地柄であり、その特性をいか
した地区館活動を皆さまとともに進めることができ
たら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局担当　　福士　幸子
阿見第二地区の皆さまとの「ふれあい」を通して、

地域の皆さまが参加しやすい「学習」を企画・提案し、
楽しく明るく参加できるふれあいにしていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。



広報あみ 7 月号通常版　2019.6.28　16

社会福祉課☎888ー1111（752・753）

『プレミアム付き商品券
　　　（低所得者・子育て世帯対象）』

をご利用ください！

プレミアム付商品券（低所得者・子育て世帯対象）とは？

消費税・地方消費税率の 10％への引上げが、所得の少ない人（住民税非課税の人）や小さな乳幼児の
いる子育て世帯の人の消費に与える影響を緩和することを目的として、国が全国の市区町村に財政支
援を行い、プレミアム付商品券の販売を 10 月 1 日（火）から行います。

■対象者
A住民税が課税されていない人

▼平成 31 年 1 月 1 日時点で町の住民基本台帳に登録されており、令和元年度の町県民税が
非課税の人（町県民税課税者の生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護者等を除く）

B小さな乳幼児のいる子育て世帯の世帯主の人
①令和元年 6 月 1 日時点で町の住民基本台帳に登録されており、平成 28 年 4 月 2 日から令和

元年 6 月 1 日までに生まれたお子さまがいる世帯の世帯主
②令和元年 7 月 31 日時点で町の住民基本台帳に登録されており、令和元年 6 月 2 日から令和

元年 7 月 31 日までに生まれたお子さまがいる世帯の世帯主
③令和元年 9 月 30 日時点で町の住民基本台帳に登録されており、令和元年 8 月 1 日から令和

元年 9 月 30 日までに生まれたお子さまがいる世帯の世帯主

■購入限度額
1 セット 5,000 円分〔500 円分× 10 枚〕の商品券を 4,000 円で販売します。ABともに対象者

１人につき 5 セット（商品券 25,000 円分）まで購入できます。

■利用可能店舗
町内の主要な店舗でご利用いただけます。詳細は今後、町ホームページ等でお知らせします。

みんなで支え合うまちづくり

申請・購入方法

プレミアム付商品券を購入するためには『購入引換券交付申請書』の提出や、『購入引換券』での購入
が必要になります。詳細は以下をご覧ください。

■購入引換券交付申請書
▼Aの対象世帯には、7 月中旬に『購入引換券交付申請書』を郵送します。必要事項を記入し、

同封の返信用封筒で返送してください。書類等の審査後、9 月中旬以降に『購入引換券』を順次 
郵送します

▼B①の対象世帯には 9 月中旬ごろに、B②の対象世帯には 10 月上旬ごろに、B③の対象
世帯には 11 月上旬ごろに、それぞれ『購入引換券』を郵送します。『購入引換券交付申請書』に 
よる申請の必要はありません
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■購入引換券
購入窓口にて、商品券 1 セット（5,000 円分〔500 円分 ×10 枚〕）単位で購入いただけます。 

『購入引換券』と、本人確認ができるもの（運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証
など）をご提示ください。『購入引換券』の購入確認欄に、購入単位ごとに購入済みの確認印を押印し
ます。

家族や代理人が購入する場合、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証などの 
提示により、本人確認を行うとともに、委任状の提出や『購入引換券』に記載されている人との関係
をお伺いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※災害等の特別な事情を除き『購入引換券』の再発行は行いません。大切に保管して 

ください

■申請・購入窓口
役場プレミアム付商品券窓口
※上記窓口でのみ受け付けます。商工会等の窓口や店舗では、申請・購入できませんのでご注意ください

■『購入引換券』申請期間
7 月 10 日（水）～ 11 月 29 日（金）、窓口での受け付け時間は土・日・祝日を除く午前 9 時～午後 5 時
※申請が必要になるのはAの対象世帯のみです。Bの各世帯には購入引き換え券を郵送します

■『プレミアム付き商品券』購入期間
10 月 1 日（火）～令和 2 年 2 月 28 日（金）、土・日・祝日を除く午前 9 時～午後 5 時

■『プレミアム付き商品券』利用期間
10 月 1 日（火）～令和 2 年 2 月 29 日（土）

みんなで支え合うまちづくり

購入引換券を受け取り後に阿見町から転出した場合

▼お住まいの市区町村の購入引換券と交換することができます。各市区町村の窓口に、町から送付さ
れた購入引換券と、購入引換券に記載された氏名と現住所地を確認できるもの（運転免許証・マイナ
ンバーカード・パスポート・健康保険証など）をご提示ください

▼すでに町で商品券を購入していた場合、購入引換券の購入確認欄の空欄数に応じ、お住まいの市区
町村の購入引換券と交換することになります

■注意
▼申請・購入期間外の申請・購入は受け付けられませんのでご注意ください
▼申請・購入および利用期間は、各市区町村により異なります。事前にその市区町村に問い合わせ

るか、ホームページなどで確認するようにしてください
▼購入後の商品券の返金には一切応じられません。あらかじめご了承ください

申請・購入に関するお問い合わせ：社会福祉課「プレミアム付商品券窓口」☎888ー1111（752・753）

プレミアム付き商品券（低所得者・子育て世代対象）の他にも、町民であればどなたでも購入する
ことができる『阿見町プレミアム付商品券』（10％のプレミアム付き）を、この券と同日の 10 月 
1 日（火）から販売します。詳細については、今後「広報あみ 9 月号通常版」「町ホームページ」等で
お知らせします。

阿見町プレミアム付き商品券も販売します
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現在お使いの国民健康保険証の有効期限は 7 月 31 日までとなっております。新しい保険証は 7 月中
旬に郵送しますので、新しい保険証が届いたら内容をよく確かめてください。

保険証は個人ごとのカード型になっています。

取り扱い上の注意

個人ごとのカード型のため、紛失や汚損にご注意ください。また、保険証の再交付を希望する場合には、
身分証明書（運転免許証など）を持参のうえ、世帯主または同一世帯のご家族が国保年金課窓口に届け出てく
ださい。
※古い保険証は、有効期限が過ぎたら切り刻むなどして処分するか、国保年金課窓口までご返却ください

新しくなります
国民健康保険証

8月1日からー

新しくなります
国民健康保険証

国保
国保税

納めて安心
わが家の健康

国保年金課国保係☎888ー1111（131～133）

保険証兼高齢受給者証について

70歳から74歳の人には保険証に医療機関を受診するときの負担割合が記載された「保険証兼高齢受給者証」
が発行されます。負担割合は前年（平成 30 年 1 月から 12 月）の所得に応じて、2 割もしくは 3 割となります。

保険証兼高齢受給者証の特徴は次の 3 点です。
❶保険証の左上に「兼高齢受給者証」と記載されます
❷右側中央部分に負担割合が記載されます
❸左側中央部分に「高齢受給者証発行期日」が記載されます

新たに高齢受給者証対象者になる人へ

令和元年 8 月 2 日から令和 2 年 7 月 1 日までに 70 歳になる人は、今回お送りする保険証の有効期限が、誕生
月の月末（1 日生まれの人は誕生月の前月末）になります。有効期限が切れる前に保険証兼高齢受給者証をお送り
します。

令和 2 年 7 月末までに 75 歳になる人へ

令和 2 年 7 月末までに 75 歳になる人は、75 歳の誕生日から後期高齢者医療制度の保険証に変わります。 
そのため、今回お送りする国民健康保険証の有効期限は 75 歳の誕生日の前日になっています。75 歳の誕生日 
以降の後期高齢者医療制度の保険証は、誕生日の前に郵送します。

退職者医療制度用の保険証をお使いで、令和 2 年 4 月 1 日までに 65 歳になる人へ

退職者医療制度用の保険証をお使いで、令和 2 年 4 月 1 日までに 65 歳になる人は、65 歳に到達した月
の翌月（1 日生まれの人はその月）から一般保険証に変わります。また被扶養者の人も同時に一般保険証に変
わります。

一般保険証は退職者医療制度用の保険証の有効期限が切れる前にお送りします。

外国人の保険証の有効期限について

保険証の有効期限より前に在留期限が満了する人は、保険証の有効期限が在留期限までになります。
在留期限の更新の情報が確認でき次第、更新の保険証を郵送しますが、お急ぎの場合は窓口で交付します

ので国保年金課窓口に在留カードをご持参ください（在留資格の種類によっては、在留期限の更新後に国保年
金課の窓口で保険証発行の手続きが必要となります）。
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国保年金課国保係☎888ー1111（131～ 133）

■
『
均
等
割
』『
平
等
割
』
の

軽
減
制
度

国
保
税
に
は
、
所
得
の
少
な
い

世
帯
を
対
象
と
し
た
『
均
等
割
』

『
平
等
割
』
の
軽
減
制
度
（
前
年
中

の
所
得
に
応
じ
7
・
5
・
2
割
い
ず

れ
か
の
適
用
。
申
請
不
要
）
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に

は
、
所
得
税
・
町
民
税
の
申
告
を

済
ま
せ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す

（
収
入
の
な
い
人
や
被
扶
養
者
を

含
む
）。

■
特
例
対
象
被
保
険
者
等

（
非
自
発
的
失
業
者
）に
係

る
国
保
税
の
軽
減
制
度

倒
産
・
解
雇
な
ど
の
事
業
主
の

都
合
に
よ
る
離
職
や
雇
用
期
間
満

了
に
よ
り
再
雇
用
さ
れ
な
い
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
を
さ
れ
た

人
（
雇
用
保
険
の
『
特
定
受
給
資

格
者
』
ま
た
は
『
特
定
理
由
離
職

者
』）
は
、
国
保
税
が
軽
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
：
▼
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
▼
印
鑑

■
国
保
税
の
納
め
方

●
特
別
徴
収

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
世
帯
主

で
、
次
の
❶
〜
❸
の
す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
人
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
に
よ
り
国
保
税
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

❶
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者
で

あ
る
こ
と

❷
世
帯
内
の
国
保
の
被
保
険
者
全

員
が
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

❸
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

（
基
礎
年
金
等
）
の
年
額
が

18
万
円
以
上
で
あ
り
、
国
保
税

が
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
て
、

年
金
額
の
2
分
の
1
を
超
え
な

い
こ
と

※
年
度
途
中
で
国
保
税
額
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

※
国
保
年
金
課
窓
口
へ
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
口
座
振
替
へ
の

変
更
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況

等
か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す

●
普
通
徴
収

右
記
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い

人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

に
よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

令和元年度

国民健康保険税
●賦課限度額が変わりました（下記参照）
●令和元年度の納税通知は7月中旬に発送します

国保
国保税

納めて安心
わが家の健康

令和元年度国民健康保険税の算定方法は下記のとおりです。皆さんひとりひとりの健康管理が国保税率の伸
びを抑える大きな力になります。これからも国保財政・適正受診へのご理解・ご協力をお願いします。なお、国
民健康保険税の算定方法は年齢により異なります。

▼ 40 歳未満の人：基礎分（医療分）・後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険分の負担はありません
▼ 40 歳～ 65 歳未満の人：基礎分（医療分）・後期高齢者支援金分・介護保険分を合わせて納めます
▼ 65 歳～ 75 歳未満の人：基礎分（医療分）・後期高齢者支援金分を合わせて納めます。介護保険料は国保税と

は別に納めます

区　分 算定方法
基礎分

（医療分）
後期高齢者
支援金分

介護保険分

所得割額
加入者全員の所得額（平成 30 年 1 月～ 12 月の各々
の所得から基礎控除 33 万円を差し引いたもの）に 
応じて計算

（所得額の）
6.2％

2.2％ 1.3％

均等割額 加入者一人あたりにかかる金額 22,000 円 7,000 円 10,000 円

平等割額 一世帯あたりにかかる金額 22,000 円 7,000 円 －

賦課限度額 合計金額（限度額 960,000 円） 610,000 円 190,000 円 160,000 円

▼国民健康保険税の年間税額の計算方法

国民健康保険税の算定方法
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みんなでささえ愛…こくほ
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8月から新しくなります
『後期高齢者医療被保険者証』『限度額適用認定証』
『限度額適用・標準負担額減額認定証』

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

▼自己負担割合の判定

みんなでささえ愛…こくほ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
7
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
7
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合

に
は『
1
割
』と『
3
割
』が
あ
り
、

8
月
1
日
か
ら
翌
年
の
7
月
31
日

ま
で
の
1
年
間
の
負
担
割
合
は

前
年
の
所
得
を
も
と
に
判
定
さ
れ

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
す
と
、
8
月

以
降
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
が
短
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い

人
は
、
お
早
め
に
お
納
め
く
だ

さ
い
。

※
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
古
い
被
保

険
者
証
は
、
国
保
年
金
課
窓
口

ま
で
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、

切
り
刻
む
な
ど
し
て
各
家
庭
の

責
任
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い

被
保
険
者
証
の
更
新

▼
現
役
並
み
所
得
者（
3
割
負
担
）：

同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得

が
1
4
5
万
円
以
上
の
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が

い
る
人
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
の

総
収
入
合
計
が
2
人
以
上
で

5
2
0
万
円（
1
人
の
場
合

3
8
3
万
円
）
未
満
の
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
『
一
般
』
の
区
分
と

な
り
1
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
こ
の
ほ
か
、
被
保
険
者
が
1
人

で
同
一
世
帯
に
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
人
が
い
る
場
合
、
そ
の

人
も
含
め
て
総
収
入
合
計
が

5
2
0
万
円
未
満
の
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り『
一
般
』
の

区
分
と
同
様
に
な
り
、
1
割
負

担
と
な
り
ま
す

現
役
並
み
所
得
者
（
3
割
負

担
）
の
人
の
う
ち
、
住
民
税
課

税
所
得
が
1
4
5
万
円
以
上

6
9
0
万
円
未
満
の
人
に
は
、

『
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
認
定
証
』（
青
色
）
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
人
に
は
、『
後
期

高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』（
黄

色
）が
交
付
さ
れ
ま
す
。
現
在
、

認
定
証
を
お
持
ち
の
人
で

8
月
以
降
も
引
き
続
き
該
当

に
な
る
人
は
、
申
請
が
不
要

に
な
り
、
被
保
険
者
証
に

同
封
さ
れ
て
郵
送
さ
れ
ま
す
。

新
規
該
当
者
に
は
申
請
の

お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

認
定
証
を
医
療
機
関
に
受
診

す
る
際
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

保
険
診
療
分
の
医
療
費
が
１
か

月
の
自
己
負
担
限
度
額
（
21
ペ
ー

ジ
の
月
額
自
己
負
担
限
度
額
の

表
を
参
照
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
申
請
し
た
月
の
初
日

か
ら
適
用
さ
れ
、
有
効
期
限
は

7
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ

ま
す

▼被保険者証

令和 2 年　７月３１日

区　分 負担割合 判定基準

現役並み
所得者

3 割

本人または同一世帯内の被保険者
の住民税の課税所得が 145 万円
以上である
※文中『現役並み所得者』参照

一般 1 割 上記以外

※所得の変更により、負担割合が変わることがあります

認
定
証
の
申
請
・
更
新

認
定
証
の
使
い
方

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
、
8
月
か
ら
更
新
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、『
限
度
額
適
用

認
定
証
』
お
よ
び
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』
に
つ
い

て
は
、
8
月
か
ら
申
請
ま
た
は
更
新
と
な
り
ま
す
。
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連
合
か
ら
高
額
療
養
費
支
給
申
請

書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

こ
の
申
請
書
・
本
人
確
認
書
類
・

印
鑑
・
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

わ
か
る
も
の
お
よ
び
支
給
対
象

と
な
る
人
の
保
険
証
を
持
参
し

て
所
定
の
期
間
内
に
国
保
年
金

課
窓
口
ま
た
は
う
ず
ら
出
張
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
2

回
目
の
支
給
か
ら
こ
の
申
請
は

不
要
。

た
だ
し
、
申
請
後
指
定
口
座

等
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は

再
度
申
請
が
必
要
）。

▼
現
役
並
み
所
得
者（
3
割
負
担
）：

20
ペ
ー
ジ
の
現
役
並
み
所
得
者

で
申
請
に
よ
り
1
割
に
該
当
し

な
い
人

▼
一
般
（
1
割
負
担
）
：
現
役
並
み

所
得
者
、
低
所
得
者
Ⅱ
・
Ⅰ
以

外
の
人

▼
低
所
得
者
Ⅱ
（
1
割
負
担
）：
同
一

世
帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
人
（
低
所
得
者
Ⅰ
以
外
の
人
）

▼
低
所
得
者
Ⅰ
（
1
割
負
担
）：
同

一
世
帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課

税
で
、
そ
の
世
帯
の
各
所
得
が

必
要
経
費
・
控
除
（
年
金
の
所

得
は
控
除
額
を
80
万
円
と
し
て

計
算
）
を
差
し
引
い
た
と
き
に

0
円
と
な
る
人

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療

を
受
け
て
高
額
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
、
医
療
機
関
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
が
後
ほ

ど
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
以
下
、
広
域
連
合
）
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
1
か
月
（
同
月
内
）
の
医

療
費
の
自
己
負
担
額
が

限
度
額
を
超
え
た
と
き

限
度
額
を
超
え
た
金
額
が
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。
現
役
並
み
所
得
者
Ⅱ
・
Ⅰ
に

該
当
す
る
人
は
『
限
度
額
適
用
認

定
証
』
を
、
低
所
得
者
Ⅱ
・
Ⅰ
に

該
当
す
る
人
は
、『
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』
を
医

療
機
関
受
診
の
際
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

■
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

▼
月
の
1
日
か
ら
末
日
ま
で
の
1

か
月
ご
と
の
受
診
で
計
算

▼
病
院
・
薬
局
・
歯
科
の
区
別
な
く

合
算

▼
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
料
な
ど
、
保
険
診
療
の
対
象

と
な
ら
な
い
の
も
の
は
除
く

■
申
請
お
よ
び
支
給

該
当
者
の
う
ち
申
請
が
必
要
な

人
（
初
め
て
支
給
の
人
）
は
広
域

後期高齢者医療制度の

高額療養費
高
額
療
養
費

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

高
額
療
養
費
の
月
額

自
己
負
担
限
度
額

みんなでささえ愛…こくほ

▼月額自己負担限度額

適用区分 外来＋入院
（世帯単位）外来（個人単位）

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ：課税所得 690 万円以上 252,600 円 ＋（医療費－ 842,000 円）×1％　＜140,100円＞

Ⅱ：課税所得 380 万円以上 167,400 円 ＋（医療費－ 558,000 円）×1％　＜  93,000円＞

Ⅰ：課税所得 145 万円以上 80,100 円 ＋（医療費－ 267,000 円）×1％　＜  44,400円＞

一　般
18,000 円
年間上限

144,000 円

57,600 円
＜ 44,400 円＞

低所得者Ⅱ

8,000 円

24,600 円

低所得者Ⅰ 15,000 円

現
役
並
み
所
得
者

※＜＞内の金額は、過去 12 か月以内に世帯単位の限度額を超えて支給が 3 回以上あった場合の 4 回目以降の限度額
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後期高齢者医療制度の
保険料と納め方

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

均等割額 所得割額

保険料（年額）
(100円未満切捨て)＝

定額
39,500 円 ＋

所得から計算
（総所得金額等＊ － 33 万円）

× 8.0％

賦課限度額（年額） = 62 万円
（どんなに所得の高い人でも保険料の上限は年額 62 万円です）

＊総所得金額等とは、『年金収入－公的年金控除』・『給与収入－給与
所得控除』・『事業収入－必要経費』等で、社会保険料控除・配偶者
控除等の各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金
は収入に含みません

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
の
納
め
方
は
、
▼
特
別
徴
収
：

年
金
か
ら
引
か
れ
る
方
法
▼
普
通

徴
収
：
納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ

り
納
め
る
方
法
ー
の
2
通
り
が

あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
が
、
次
に
該
当
す
る
人
は
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▼
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
合
計
が
、
年
金
支

給
額
の
2
分
の
1
を
超
え
る
人

▼
受
給
し
て
い
る
年
金
が
年
額

18
万
円
未
満
の
人

▼
年
度
途
中
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
人

※
年
金
支
給
額
と
は
、
受
け
取
り

に
な
っ
て
い
る
年
金
総
額
で
は

な
く
、
介
護
保
険
料
が
引
き
落

と
さ
れ
て
い
る
年
金
の
支
給
額

で
す

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
優
先
順
位
の
高
い
年
金

が
特
別
徴
収
対
象
年
金
に
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
厚
生
年
金
と

共
済
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
、
厚
生
年
金
が
優
先
順
位
の

高
い
年
金
に
な
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
は
、
2
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
、個
人
ご
と
に
算
定
し
て
、

定
額
の『
均
等
割
額
』
と
所
得
に

応
じ
て
計
算
さ
れ
る『
所
得
割
額
』

の
合
計
と
な
り
ま
す
。

■
均
等
割
額
軽
減

『
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
』
が

左
表
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保

険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

※
軽
減
判
定
の
注
意
：
世
帯
主
が

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
で
な
い
場
合
も
、
世
帯
主

の
総
所
得
金
額
等
は
軽
減
判
定

の
対
象
に
な
り
ま
す

■
被
扶
養
で
あ
っ
た
人
の

軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

日
の
前
日
に
お
い
て
、
被
用
者
保

険
（
全
国
健
康
保
険
協
会
・
旧
政

府
管
掌
・
組
合
保
険
・
船
員
保
険
・

共
済
組
合
）
の
被
扶
養
で
あ
っ
た

人
は
加
入
後
2
年
に
限
り
、
均
等

割
額
が
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
（
所

得
に
よ
る
均
等
割
軽
減
に
該
当
す

る
人
は
、
軽
減
の
大
き
い
方
が
優

先
さ
れ
ま
す
）。
ま
た
、
所
得
割

額
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保

険
組
合
の
加
入
者
で
あ
っ
た
人

は
該
当
し
ま
せ
ん

保
険
料
の
軽
減
措
置

保
険
料
の
納
め
方

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合 軽減割合

33 万円以下の世帯 8.5 割

33 万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入 80 万
円以下の世帯（その他各種所得がない場合）＊

8 割

33 万円＋「28 万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5 割

33 万円＋「51 万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2 割

※収入が公的年金の人は、年金収入額から公的年金控除（年金収入
額が 330 万円以下は 120 万円）を差し引き、65 歳以上の人は、
さらに高齢者特別控除（15 万円）を差し引いて判定します

＊特例措置により 9 割軽減となっていた人は今年度、8 割軽減に変
わります。また、所得の低い人は、介護保険料の負担軽減が強化
され、今年 10 月から年金生活者支援給付金の制度が始まります。 
詳細は、それぞれの問合せ先へご確認ください。

●介護保険料に関する問合せ：町高齢福祉課☎ 888 － 1111（143）
●年金生活者支援給付金制度に関する問合せ：ねんきんダイヤル

☎ 0570 － 05 － 1165

▼均等割額の軽減

▼保険料と賦課限度額

みんなでささえ愛…こくほ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
は
、
2
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
、
個
人
ご
と
に
算
定
し
て
、

定
額
の
『
均
等
割
額
』
と
所
得
に

応
じ
て
計
算
さ
れ
る
『
所
得
割

額
』
の
合
計
と
な
り
ま
す
。
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みんなでささえ愛…こくほ

国
金民
年ご利用ください

『免除』・『猶予』制度
第１号被保険者で保険料を納めるのが困難なときは、
未納のままにせず、国保年金課で手続きを。

経済的な理由等で国民年金保険料 16,410 円／月（平成 31 年度）を納付することが困難な時には、申請に
より免除・猶予となる場合があります。申請手続きは、国保年金課またはうずら出張所で『国民年金保険

料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入して届出ください。後日、日本年金機構が前年の所得などを 
審査して結果（承認・却下）をお手元に通知します。平成 31 年度免除（令和元年 7 月から令和 2 年 6 月）の 
受付は 7 月 1 日（月）からとなります。

納付に関するお問い合わせ：土浦年金事務所☎825 ー 1170（自動音声案内）

平成 26 年 4 月から、申請時点から 2 年 1 か
月前までの期間について免除等の申請ができる
ようになりましたが、申請が遅れると万一の際
に障害年金などを受け取れない場合があります。
免除等の申請は、すみやかに申請していただき
ますようお願いします。

▼免除の割合と納付額（平成 31 年度：月額 16,410 円の場合）

免除の割合 納付額

全額免除 0 円
4 分の 3 免除 4,100 円

半額免除 8,210 円
4 分の 1 免除 12,310 円

※保険料の一部免除の承認を受けた場合は、一部納付
保険料を納めないと未納期間扱いとなります

お願い

国保年金課国民年金係☎ 888ー1111（136・137）

▼年度ごとに申請書の提出が必要です
1 枚の申請書で申請できるのは 7 月から翌年 6 月までの 1 年度分です。複数年度の申請を希望される 
場合は年度ごとの申請書の提出が必要です。

▼過去の所得で審査します
申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行います。また、世帯主や配偶者がいる人は、世帯主や
配偶者の所得審査がありますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合があります。
※納付猶予については、世帯主の所得審査はありません（50 歳未満の人に限り利用できる制度）

▼失業による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合が
あります。書類が必要になることがありますので、上記までお問い合わせください。

申請時の注意点

平成 31 年 4 月から国民年金産前産後免除制度が始まりました。出産予定日または出産日が属する月の前月
から 4 か月間（産前産後期間）を対象として保険料が免除となります。免除が認められた期間については、 
保険料を納めた期間として扱われます。また、多胎妊娠の場合には、出産予定日または出産日が属する月の 
3 か月前から 6 か月間（産前産後期間）の国民年金保険料が免除されます。妊娠 85 日（4 か月）以上の早産・
死産・流産された人も含みます。

▼対象者
出産予定日または出産日が平成 31 年 2 月 1 日以降の人で、産前産後期間に国民年金第 1 号被保険者の人

▼届出と手続きに必要なもの
出産予定日の 6 か月前から届出が可能です。出産前申請の人は、母子健康手帳を持参ください。

産前産後期間の国民年金保険料免除
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しょくいんきゅうよ自分の健康は自分で守る

健康づくり課（総合保健福祉会館内）☎888ー2940

もう接種は完了していますか？

『各種予防接種』について

子どもの予防接種

県内の予防接種協力医療機関に予約をし、「予防接種予診票」「母子健康手帳」「健康保険証」を持参
して、接種してください。接種対象の人で、お手元に予診票がない場合は発行しますので、保護者の
人が母子健康手帳と印鑑を持参のうえ、健康づくり課窓口（総合保健福祉会館「さわやかセンター」内）
にお越しください。

■麻しん風しん混合
麻しん風しん混合予防接種は、第 1 期（1 歳～ 2 歳未満）と第 2 期（年長児）の 2 回接種が必要です。

まだ接種がお済みでない人は、早めに接種を受けてください。
第 1 期の予診票は出生届出時、第 2 期の予診票は 4 月に郵送で配布しています。
●接種対象期間

▼第 1 期:1 歳～ 2 歳未満の 1 年間
▼第 2 期:平成 25 年 4 月 2 日から平成 26 年 4 月 1 日生まれのお子さんで就学前の 1 年間（4 月

1 日～令和 2 年 3 月 31 日まで）

■２種混合（ジフテリア・破傷風）
２種混合予防接種は幼少期に接種した３種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）または 4 種混合（ジフ

テリア・百日咳・破傷風・ポリオ）でついた基礎免疫を強くするために、11 歳～ 13 歳未満のお子さんに
接種します。予診票は接種開始時期に送付していますので、ご確認ください。

■日本脳炎
日本脳炎予防接種は予防接種後に重い病気になった事例をきっかけに、平成 17 年度から平成 21 年

度までご案内を行いませんでした。その後、新しいワクチンが開発され、現在は通常通り受けられる
ようになっています。

日本脳炎の予防接種は 1 期（3 歳～ 7 歳半未満）を 3 回、および 2 期（9 歳～ 13 歳未満）を 1 回の
合計４回の接種で接種完了となります。

1 期の予診票は出生届出時にお渡ししている予防接種手帳で配布しています。2 期の予診票は接種開
始時期に送付していますが、以下の❶の特例措置の該当者には高校 3 年生相当に送付しています。
❶の該当者で高校 3 年生よりも前に 2 期の接種を希望する場合は、健康づくり課窓口（総合保健福

祉会館「さわやかセンター」内）での発行となります。
●以下の人には接種期間の特例措置があります
❶平成 19 年 4 月 1 日以前の生まれで 20 歳未満の人：1 期・2 期の接種不足分を 20 歳未満の間

接種できます
❷平成 19 年 4 月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日生まれの人：1 期不足分を 2 期の対象年齢（9 歳～

13 歳未満）で接種できます

※そのほかの予防接種については、健康づくり課までお問い合わせください
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高齢者肺炎球菌予防接種（定期接種）

対象となる生年月日の人には予診票と案内を送付しましたのでご確認ください

▼今年度の対象者
以下の生年月日の人が、初めてこの予防接種を受ける場合、接種費用の一部助成を受けることが
できます。対象となるのは今年度のみとなりますので、助成期間内にお受けください。
過去にこの予防接種を受けたことがある人は定期予防接種の対象となりません。

生年月日 生年月日

昭和 29 年 4 月 2 日～昭和 30 年 4 月 1 日 昭和 9 年 4 月 2 日～昭和 10 年 4 月 1 日

昭和 24 年 4 月 2 日～昭和 25 年 4 月 1 日 昭和 4 年 4 月 2 日～昭和 5 年 4 月 1 日

昭和 19 年 4 月 2 日～昭和 20 年 4 月 1 日 大正 13 年 4 月 2 日～大正 14 年 4 月 1 日

昭和 14 年 4 月 2 日～昭和 15 年 4 月 1 日 大正 9 年 4 月 1 日以前の生まれ

60 歳～ 65 歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器疾患・ヒト免疫不全ウイルスによる疾患により、 
身体障害者手帳 1 級を取得している場合も、初めてこの予防接種を受ける場合には、助成を受け
ることができます。
予診票交付の手続きが必要となりますので、健康づくり課窓口（総合保健福祉会館「さわやか 
センター」内）までお問い合わせください。

▼助成期間
令和 2 年 3 月 31 日まで

▼助成金額
3,000 円（接種費用から助成額を差し引いた額は自己負担となります）

高齢者肺炎球菌予防接種（任意接種）

接種日当日に町に住民登録があり、以下のすべての条件に該当する人に高齢者肺炎球菌ワクチン
(23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン ) の接種費用の一部助成を実施します。

▼対象者
❶ 65 歳以上の人
❷高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種対象でない人（定期接種対象の生年月日だが、過去に接種

している人を含む）
❸過去 5 年以内に高齢者肺炎球菌（23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）の予防接種を

受けたことがなく、町の助成を 1 度も受けたことがない人
▼助成期間

令和 2 年 3 月 31 日まで
▼助成金額

生涯 1 回のみ 3,000 円（接種費用から助成額を差し引いた額は自己負担となります）
▼申請方法

予防接種を受ける前に、健康づくり課窓口（総合保健福祉会館「さわやかセンター」内）で、 
予診票の交付申請をしてください。発行された予診票を使用することで助成を受けることが 
できます

▼その他
▽申請の際には印鑑をご持参ください
▽代理者による申請の場合は、委任状と代理者の印鑑・身分証明書をご持参ください 
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子育て世代包括支援センターってどんなところ？

健やかな妊娠・出産・子育て期を安心して過ごせる環境をつくるため、妊娠期から子育て期まで切れ目なく
サポートするための機関です。個別面談などを通じて、一人ひとりにあったサービスを提供します。妊産婦
さんが、さまざまな悩みや質問にいつでも気軽にお答えする相談窓口を開設しました。

こんなことをしています

■母子健康手帳の交付
今年度より、妊娠届出・母子健康手帳の交付窓口を一本化（総合保健福祉会館「さわやかセンター」のみで

受付）し、母子健康手帳交付時に保健師が妊婦さん全員から個室でお話を伺います。
その他にも、マタニティクラスなどのご紹介、妊娠期の生活などの相談を行っています。

■マイ保健師の配置
行政区ごとに担当する保健師を配置し、母子健康手帳交付時

などにマイ保健師カード（お住まいの地区と担当の保健師の
名前を書いたもの）を配布しています。担当保健師が、お母さ
ん一人ひとりと丁寧に関わり、切れ目のない支援を行って
いきます。

■セルフケアプランシートの交付
母子健康手帳交付時にセルフケアプランシートを交付し、妊娠期に応じての体の変化や、どの時期になにを

した方が良いのか等についてを一緒に確認していきます。

■電話・家庭訪問
妊娠後期（28 週から）に電話やご自宅への訪問により、出産に向けての準備や体調の確認・相談等を行います。

■産後ケア事業
出産後、心身の不調がある人や、家族から家事や育児の援助が受けられず、育児支援を必要とする人に対して、

宿泊または通所にて産婦の心身のケアや育児サポートなどを行い、安心して子育てができるように支援します。
※ご利用には条件があります。また、保健師との面談後、申請書の提出をしていただき、審査を受けてい

ただく必要があります

■相談窓口
妊娠から育児までのお悩み・心配ごとなどをいつでも相談できます。

健康づくり課（総合保健福祉会館内）☎888ー2940

子育て世代包括支援センター☎ 029 － 888 － 2940

（土・日・祝日、年末年始を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

阿見町阿見 2671 － 1　総合保健福祉会館「さわやかセンター」内

ご相談・問い合わせ

▲地区・担当保健師名を記載しています。
　（写真左：表面、写真右：裏面）

子育て世代包括支援センター
4月から子育て世代包括支援センターがオープンしました！
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下記の日程で腹部超音波検診・大腸がん検診を実施します。がんの早期発見・早期治療につなげるために、定期
的に検診を受けましょう。検診を受けるには、事前の申し込みが必要です。
今年度人間ドックや医療機関健診でこの検査を行う場合は、お申し込みできませんのでご注意ください。

■検診日程
期　日 受付時間（各日）・場所

9 月 9 日（月）
❶午前　7 時～　7 時 30 分
❷午前　8 時～　8 時 30 分
❸午前　9 時～　9 時 30 分
❹午前 10 時～ 10 時 30 分

※健診は全ての日程において総合保健福祉会館
　『さわやかセンター』で実施します

9 月 10 日（火）
9 月 11 日（水）
9 月 13 日（金）
9 月 17 日（火）
9 月 18 日（水）
9 月 20 日（金）

■注意事項
●検査が終了するまでは、ご飲食がで

きませんのでご注意ください
●次に該当する人は、かかりつけの医療

機関などでの検査をお勧めします
▼現在、肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・
ひ臓の病気を治療中・経過観察中
▼自覚症状がある
▼毎回結果が要精密検査になる

腹部超音波検診・ 
大腸がん検診（集団健診）
申し込みが始まります

健康づくり課健康推進係（総合保健福祉会館内）☎888ー2940

※対象年齢は令和 2 年 3 月 31 日までの到達年齢
検診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

腹部超音波検診
40 歳以上

肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・ひ臓の超音波検査
※がんをはじめ、臓器の肥大や萎縮の有無などを検査します 1,000 円

大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便） 600 円

■申込期間
７月 26 日（金）まで（必着）
※お申し込みされた人には、8 月中旬にご案内

をお送りします

■申込方法
❶右記申込用紙に必要事項を記載し①②で申し

込む
①はがきまたは封書を下記へ郵送する
②総合保健福祉会館『さわやかセンター』に来館

して申し込む
❷インターネットで申し込む（下記二次元コード

を読み込むことで申込画面にアクセスできま
す）

※ファクシミリや電話による申し込みはできません
※申し込み日時が希望者多数の場合、別日程で

ご案内させていただきます。ご了承ください 
（先着順ではありません）

▼申込先 
❶〒 300ー 0331 阿見町阿見 4671 ー 1 健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）
❷https://s-kantan.jp/town-ami-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10044

■腹部超音波検診・大腸がん検診申込用紙

1. 住所
阿見町

2. 氏名

3. 生年月日
（年齢）

大正・昭和
　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳）
※令和 2 年 3 月 31 日時点の年齢

4. 電話番号
※ご連絡の取れる番号をご記入ください

　　　　　　（　　　　　）

5. 受診項目

※希望する検診に○をつけてください

腹部超音波検診

大腸がん検診

6. 希望日時
　　　　　月　　　　　　日　・　いつでも可

午前　　　時～　　時 30 分　・　いつでも可

申込用二次元コード

▲
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65歳以上の皆さんへ

介護保険料の
納付について

普通徴収の人は 7月に納付書が発送されます

介
護

保
険

高齢福祉課介護保険係☎888ー1111（726・143）

皆さんに納めていただく介護保険料は、『特別徴収』と『普通徴収』の 2 種類の方法により徴収しています。

65 歳以上の人の介護保険料の納付方法は 2 種類（特別徴収・普通徴収）あります。受給している年金の額に 
よって納付の方法が異なります（年金を受給されていない人は、すべて普通徴収となります）。

65 歳以上の人の介護保険料

保険料の納付方法

区　分 対　　　　象 年間保険料

第 1 段階

生活保護法の被保護者

24,000 円老齢福祉年金受給者（町民税非課税世帯）

世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下

第 2 段階 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下 40,100 円

第 3 段階 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円超 46,500 円

第 4 段階 本人が町民税非課税で、同一世帯に課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下 57,700 円

第 5 段階 本人が町民非税課税で、同一世帯に課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円超 64,200 円

第 6 段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円未満 77,000 円

第 7 段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満 83,400 円

第 8 段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満 96,300 円

第 9 段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が 300 万円以上 109,100 円

介護保険料の低所得者向け軽減を強化します

平成 27 年度から公費（国・県・町）による低所得者（第 1 段階）の保険料の負担軽減を行っていますが、今年
度から、10 月の消費税 10% への引き上げ（予定）に合わせて、低所得者（第 1 段階から第 3 段階）への介護
保険料のさらなる負担軽減を行います。
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低所得者等の
自己負担額軽減

介
護

保
険

介護保険3施設（ショートステイを含む）での居住費（滞在費）・食費は利用する人が全額負担することにな
っていますが、所得の低い人の負担が重くなり過ぎないよう、利用者負担段階に応じて負担を軽減して

います。軽減を受けるには申請が必要です。　※グループホーム・有料老人ホームでのご利用はできません

利用者負担段階が、下記の『第 1 段階』～『第 3 段階』に該当する人です。

利用者負担 

第１段階

▼住民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている人

▼生活保護を受けている人

▼境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

利用者負担 

第 2 段階

▼住民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が

年間で 80 万円以下の人

▼境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

利用者負担 

第 3 段階

▼住民税が世帯非課税で、利用者負担第 2 段階に該当しない人

▼境界層に該当する人（負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人）

▼利用者負担第 4 段階で、下記の『特例減額措置』を受けられる人

利用者負担 

第 4 段階

▼世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人

▼本人が住民税を課税されている人

※利用者負担第 4 段階で『特例減額措置』を受けられる人

利用者負担第 4 段階の人は、自己負担額軽減『特定入所者介護（支援）サービス費』の対象とはなりません。

しかし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生計が困難になるなど一定

の要件を満たし、申請により認められた人は、利用者負担第 3 段階と同様の『特例減額措置』を受けることが

できます。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。

負担軽減の対象となる人は？

◎利用者負担が第 1 ～ 3 段階の人でも、以下の❶❷のいずれかに該当する場合は自己負担額軽減『特定

入所者介護（支援）サービス費』の対象となりません

❶住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税者である

❷住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者が住民税非課税）でも、預貯金等が一定額（単身 1,000

万円、夫婦 2,000 万円）を超える

高齢福祉課介護保険係☎888ー1111（726・143）
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高齢者への虐待
高齢福祉課高齢福祉係☎888ー1111（141・142・743）
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に
よ
る
高
齢
者

へ
の
虐
待
が
社
会
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
平
成
29
年
度
の
報
告
で

は
、県
内
で
虐
待
報
告（
疑
い
含
む
）

が
5
1
2
件
で
し
た
。
こ
の
件
数

は
毎
年
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
を
守
り
、
介
護
者
を
支

え
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
虐
待
の

こ
と
を
知
り
、
見
守
り
、
気
づ
く

こ
と
で
虐
待
の
起
こ
ら
な
い
地
域

づ
く
り
、支
え
合
い
が
大
切
で
す
。

高
齢
者
虐
待
防
止
法
で
は
、
次

の
5
つ
を
「
虐
待
」
と
し
て
定
義

さ
れ
て
い
ま
す
。

❶
身
体
的
虐
待

身
体
に
傷
や
あ
ざ
、
痛
み
を
与

え
る
こ
と
、
外
部
と
の
接
触
を
意

図
的
・
継
続
的
に
遮
断
す
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
つ
ね
る
、殴
る
、

蹴
る
▽
ベ
ッ
ド
や
車
い
す
に

縛
り
付
け
る
▽
自
分
の
意
志
で

動
け
な
い
よ
う
に
す
る
ー
な
ど

❷
介
護
・
世
話
の
放
棄（
ネ
グ
レ
ク
ト
）

意
図
的
・
結
果
的
を
問
わ
ず
、

介
護
や
生
活
の
世
話
を
怠
た
る
等

で
、
高
齢
者
の
生
活
環
境
や
高
齢

高
齢
者
へ
の
虐
待
に
気
づ
い
た

り
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
町

や
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

通
報
・
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。
確

か
な
証
拠
が
無
く
て
も
か
ま
い
ま

せ
ん
。
高
齢
者
虐
待
防
止
法
で
は
、

『
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
高
齢

者
を
発
見
し
た
人
は
、
市
町
村
の

相
談
窓
口
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
』
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

施
設
の
職
員
等
が
虐
待
に
気
づ

い
た
時
は
通
報
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
通
報
者・
相
談
者
の
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.tow

n.am
i.lg/

jp/0000004173.htm
l

）
に
は
、
虐
待

の
兆
候・サ
イ
ン
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
、
介
護
者
の
た
め
の
セ
ル
フ
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
本
人
も

届
出
が
で
き
ま
す
。
お
ひ
と
り
で

悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
へ
の
虐
待
は
、
虐
待
を

行
っ
て
い
る
人
に
自
覚
が
な
か
っ

た
り
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
本
人
が

遠
慮
し
た
り
、
家
庭
内
の
問
題
を
知

ら
れ
た
く
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら

わ
か
り
づ
ら
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

要
因
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
虐
待
を

者
自
身
の
身
体
・
精
神
的
状
態
を

悪
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
入
浴・
洗
髪
等

が
さ
れ
て
い
な
い
▽
水
分・
食
事

を
与
え
ず
脱
水・
栄
養
失
調
に
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
▽
劣
悪
な
住

環
境
に
放
置
す
る
ー
な
ど

❸
心
理
的
虐
待

高
圧
的
な
態
度
や
言
葉
、無
視
、

嫌
が
ら
せ
等
に
よ
っ
て
精
神
的
に

苦
痛
を
与
え
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
排
せ
つ
の

失
敗
を
嘲
笑
す
る
▽
ど
な
る
、

脅
す
、
の
の
し
る
、
悪
口
を
言

う
▽
侮
辱
的
に
扱
う
ー
な
ど

❹
性
的
虐
待

本
人
と
の
間
で
合
意
が
形
成

さ
れ
て
い
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
性
的
な
行
為
ま
た
は
そ
の
強
要
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
懲
罰
的
に
下

半
身
を
裸
に
し
て
放
置
す
る

▽
キ
ス
、
性
器
へ
の
接
触
、
性

的
関
係
を
強
要
す
る
ー
な
ど

❺
経
済
的
虐
待

本
人
の
合
意
な
し
に
財
産
や
金

銭
を
使
用
し
た
り
、
本
人
の
希
望

す
る
金
銭
の
使
用
を
理
由
な
く
制

限
す
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
日
常
生
活
に

必
要
な
金
銭
を
渡
さ
な
い
／
使

わ
せ
な
い
▽
本
人
の
資
産
等
を

無
断
で
使
う
、
処
分
す
る
▽
年

金
や
預
貯
金
を
本
人
の
意
思
・

利
益
に
反
し
て
使
う
ー
な
ど

虐
待
と
は
何
か
？

虐
待
防
止
と
高
齢
者
・
介
護

者
へ
の
支
援
の
た
め
に

だれもが安心して暮らせるまちづくり

虐
待
に
気
づ
い
た
ら
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ス
テ
ー
ジ
で
の
催
し

▼ 30 周年記念オープニングセレモニー
▼マイアミフェス
▼陸上自衛隊施設学校音楽隊コンサート

陸上自衛隊勝田駐屯地施設学校音楽隊所属の演奏
家による、こよい限りのオンリーワンステージ！

▼常陸陣太鼓
▼集火式（いきいき茨城ゆめ国体に向けて）

町内 8 地区で誕生した炬火が、会場でひとつに
なり「阿見町の火」（仮称）が誕生します。誕生 
する瞬間をみんなで見届けよう！

▼まい・あみ・アンバサダーオーディション 2019
18 歳以上の阿見町大好き人間が集まります。 
今年も 3 人をアンバサダー（大使）に選出します

▼いきいき茨城ゆめ国体ＰＲ
9 月 29 日（日）から 10 月 2 日（水）にかけて開催
される、いきいき茨城ゆめ国体セーリング競技 
会のＰＲを行ないます！　マスコットの「いば 
ラッキー」と、セーリング競技会のイメージ 
ソングを歌う「みならいモンスター」も登場します

▼マイアミフェス
今年も 2 日間に分けて実施します！

▼芸能ショー
今年は今話題の和田アキ子のモノマネで有名な

「Mr. シャチホコ」の登場です。ご期待ください！

ス
ト
リ
ー
ト
で
の
催
し

▼オープニングパレード
よさこいで見どころになっている大旗のダイナミ
ックな舞のあとに続き、ピース・さくら・あみっぺ
が登場します。呼びかけをしますので、飛び入り
参加で一緒にパレードを盛り上げよう！

▼Ｄー Life ショー
個性あふれる子どもたちの、元気いっぱいの 
ダンスをお楽しみください

▼大人神輿巡行
粋なはんてん姿の老若男女が町内自慢の神輿を 
担ぎ、山車を引き、威勢のよい掛け声を響かせ 
ます

▼よさこいソーラン
町内各団体の踊り子たちと、30 周年を記念して
招待チームによる踊りを披露します。大旗の 
ダイナミックな演舞もお楽しみください

▼ねばねば音頭
泉水いづみ＆淺野勝盛による『茨城県と納豆』 
応援・PR ソングの阿見バージョンを皆さんで一緒
に踊りましょう！　飛び入り参加大歓迎です

▼盆踊り
町内の行政区・団体・企業からなる踊り手が練習
の成果を披露します。曲は「新阿見音頭」で笑顔
と元気を届けます！

サ
ブ
ス
テ
ー
ジ
で
の
催
し

▼ JAZZ・POP Ⅰ
町内の人たちによる生演奏をお楽しみください！

▼バルーンアート
バルーンアートの達人が登場！

▼マスコットキャラクターたちと撮影会
まつりのマスコット「ピース・さくら」と町の 
公式マスコットキャラクター「あみっぺ」と一緒
に写真を撮ろう

▼ JAZZ・POP Ⅱ
「ローズ隊長と美樹隊員」によるエレクトリック 
ピアノ「Rhodes（ローズ）」の心を癒す柔らかな
音色、2 人の歌声の爽快なハーモニーで彩る
Jazz Pops Soul 生演奏をお楽しみください

▼よさこいフェスティバル
ストリートとサブステージの同時開催！　町内の
踊り子、招待チームの華麗な演舞をお届けします
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ありがとう 30 周年！　縁これからも

〈広告欄〉

まい・あみ・まつり2018実行委員会からのお知らせまい・あみ・まつり2019実行委員会からのお知らせ
実行委員会事務局☎888ー1111（303）

■■■■ボランティア募集のお知らせ■■■■
▼日時：8 月 2 日（金）～ 5 日（月）
　※時間は応相談、一部でも可
▼内容：会場の準備・進行の手伝い・片づけなど
▼申込方法：7 月 12 日（金）までに、電話または

直接上記に申し込む

※各催しの時間や内容などの詳細は、後日配布さ
れるプログラムにてご確認ください

▲ピース・さくら
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●阿見町ミックステニス大会

期 日 3 月 3 日（日）・17 日（日）

場 所
総合運動公園テニスコート・
県立医療大学テニスコート

一 般
の 部

▼ 1 位・2 位トーナメント
▽優勝：穐山秀延・大島あい
▽準優勝：小川貴弘・高橋正枝
▽ 3 位：菊田和樹・冨田加代子、
幸田大樹・高橋希美

▼ 3 位・4 位トーナメント
▽優勝：種田永遠・中村裕子
▽準優勝：林寛之・高橋麻理
▽ 3 位：福田卓・鶴岡さゆり、
鬼澤和弘・鬼澤彩

シニア
の　部

▼ 1 位・2 位トーナメント
▽優勝：小松澤栄・村山玲子
▽準優勝：佐藤裕・佐藤淳子
▼ 3 位・4 位トーナメント
▽優勝：牧野勝朗・鈴木文子

●第 35 回阿見杯ミニバスケット
ボール大会

期 日 3 月 16 日（土）

場 所 町民体育館

成 績
▽準優勝：朝日ミニベスパ
▽第 3 位：阿見ミニバス

町体育協会事務局（中央公民館内）　☎888ー2526

町体育協会だより
町体育協会シンボルマーク

町体育協会ホームページ　http://www.town.ami.lg.jp/soshiki/14-4-0-0-0_1.html

各種大会の結果（敬称略）

町体育協会だより

●平成 30 年度納射会

期 日 平成 30 年 12 月 16 日（日）

場 所 阿見中学校弓道場

成 績
▽優勝：信戸修一▽準優勝：
矢幡拓弥▽3 位：河合徹

●冬季バレーボール大会

期 日 1 月 20 日（日）

場 所 町民体育館

成 績
▽優勝：サンクラブＡ▽準優
勝：つくみ＆ミッキー▽3 位：
しらさぎ

●阿見町弓道初射大会兼節分射会

期 日 2 月 2 日（土）

場 所 阿見中学校弓道場

成 績
▽射詰（鬼退治）賞：河合徹
▽ 優 勝：田 村 蒼 ▽ 準 優 勝：
柳生高人▽3 位：和田恭子

●冬季ソフトバレーボール大会

期 日 2 月 3 日（日）

場 所 町民体育館

成 績
▽ 優 勝：本 郷 C ▽ 準 優 勝：
レタス B ▽3 位：本郷 A

●第 21 回阿見町学童野球新人戦
大会

期 日 2 月 23 日（土）

場 所 総合運動公園野球場

成 績

▽ 優 勝：阿 見 ヤ ン キ ー ス
▽準優勝：本郷イーグルス
▽ 3 位：竹来ジュニアスターズ

▼個人賞
▽ 最 優 秀 選 手 賞：神 保 彗

（阿見ヤンキース）▽優秀
選手賞：池田翔（本郷イー
グルス）▽敢闘賞：助川誓
哉（竹来ジュニアスターズ）
▽特別賞：大塚康生（阿見
レンジャーズ）、齋藤聖璃

（ 舟 島 安 中 野 球 ス ポ ー ツ
少年団）

●第 4 回県南地区スポーツ吹矢
大会

期 日 3 月 13 日（水）

場 所 龍ケ崎市たつのこアリーナ

成 績

▼ 10 ｍの部
▽優勝：波多野一美
▼ 8 ｍの部
▽準優勝：池田昇
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〈広告欄〉

予科練平和記念館だより
予科練平和記念館ホームページ　http://www.yokaren-heiwa.jp/

予科練平和記念館　☎891ー3344　開館時間：月曜日を除く午前9時～午後5時

●『おもちゃの病院』を同日開催します
壊れたおもちゃをご持参いただければ『おもちゃドクター』が直します。
おもちゃの診察は原則無料ですが、部品代・材料代等の実費をいただく場
合があります。修理できるおもちゃの種類など、詳しくは予科練平和記念
館にお問い合わせください。

　▼受付時間：午前 10 時～正午・午後 1 時～ 3 時
　▼場　所：予科練平和記念館ラウンジ
　▼その他：事前申込不要。当日直接お越しください▲おもちゃの病院の様子

小学生や未就学児童を対象にしたイベントを開催します。参加無料ですので、お気軽に遊びに来てください。
ついでに予科練平和記念館で勉強をしていただければと思います。

▼日　時：7 月 20 日（土）　午前 10 時～午後 3 時
▼場　所：予科練平和記念館内ラウンジ・エントランス前
▼内　容：【バルーンアート・的当て・パチンコ】常時開催

【腹話術・マジック】❶午前 11 時～ 11 時 45 分❷午後 2 時～ 2 時 45 分に開催（予定）
▼その他：参加料無料、事前申込不要。当日直接お越しください

なつやすみミニイベント『予科練こども会』開催

予科練平和記念館だより

収蔵資料展を開催いたします。昨年度に引き続き、予科練平和記念館へご寄贈いただいた多くの資料の中か
ら、いまだ展示されていないものを中心とした収蔵資料展を開催します。
▼期　日：9 月 1 日（日）まで
　　　　　※月曜日休館。月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休館
▼時　間：午前 9 時～午後 5 時（入館は 4 時 30 分まで）
▼場　所：予科練平和記念館 20 世紀ホール
▼観覧料：常設展チケットでご覧いただけます

予科練平和記念館収蔵資料展「それぞれの記憶」の開催
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〈広告欄〉

s 問合せ　☎電話番号　xファクシミリ　p ホームページ　� E メール

ん
の
発
達
に
つ
い
て
の
不
安
や
関

わ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
心
理
相

談
員
・
保
健
師
が
個
別
相
談
に
応
じ

ま
す
。

親
子
相
談
ル
ー
ム
『
く
れ
よ
ん
』

は
予
約
制
の
た
め
、
事
前
に
左
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
場
所 

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
申
込
方
法 

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

s
健
康
づ
く
り
課
（
総
合
保
健
福
祉

会
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
9
4
0

県
で
は
、
外
見
か
ら
わ
か
ら
な
く

て
も
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い

る
人
（
義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
し

て
い
る
人
・
内
部
障
害
の
人
等
）
が

周
囲
の
人
に
配
慮
を
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

配
布
し
ま
す
。

配
布
場
所
は
町
社
会
福
祉
課
を
は

じ
め
、
各
県
民
セ
ン
タ
ー
・
保
健
所

等
で
す
。
配
布
は
お
ひ
と
り
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
ず
つ
と
な
り
ま

す
。
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー

ド
を
ご
希
望
の
人
は
各
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
周
囲
で
こ
れ
ら
を
お
持
ち

の
人
を
見
か
け
た
場
合
、
思
い
や
り

の
あ
る
行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

s
社
会
福
祉
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
6
1
）

▼
受
付
期
間 

▼
郵
送
：
7
月
9
日

（
火
）〜
12
日（
金
）
　

※
消
印
有
効
、

簡
易
書
留
郵
便
で
提
出
す
る
こ
と

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
：
7
月
9
日

（
火
）〜
18
日（
木
）

▼
試
験
期
日 

▼
1
次
：
9
月
8
日

（
日
）▼
2
次
：
10
月
中
旬
か
ら
下
旬

▼
申
込
方
法 

受
験
案
内
は
全
国
の

裁
判
所
で
配
布
。
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

s
水
戸
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務

課
人
事
第
一
係
☎
0
2
9
ー

2
2
4
ー

8
4
2
1

phttp://w
w

w
.courts.go.jp/

saiyo/index2.htm
l

▼
期
日 

7
月
2
日（
火
）午
前
9
時

30
分
か
ら
1
時
間
程
度

▼
場
所 

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』
別
館
）

▼
対
象　

同
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
に
賛

同
し
、
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
（
入

会
承
認
制
）

s
（
公
社
）
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6

▼
期
日 

❶
7
月
24
日（
水
）❷
8
月

21
日（
水
）

町
で
は
、
例
年
7
月
・
12
月
・
4
月

の
年
3
回
、
町
税
等
に
未
納
の
あ
る

人
に
対
し
て
納
付
催
告
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。

催
告
書
が
届
い
た
場
合
は
、
催

告
書
に
記
載
の
あ
る
町
税
等
が
未

納
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
明
記

し
て
い
ま
す
指
定
期
限
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
期
限
ま

で
に
納
付
・
連
絡
が
な
い
場
合
、
税

負
担
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
滞

納
処
分
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

指
定
期
限
ま
で
の
納
付
が
難
し

い
場
合
は
、
納
税
相
談
を
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
電
話
連

絡
の
う
え
収
納
課
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

な
お
、
催
告
書
が
到
達
す
る
前
に

納
付
済
み
の
と
き
は
行
き
違
い
で
す

の
で
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

s
収
納
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1

（
1
4
6
・
1
4
8
）

お
子
さ
ん
の
こ
と
で
『
気
に
な
る

こ
と
』
や
『
心
配
な
こ
と
』
が
あ
り

ま
せ
ん
か
？　

未
就
学
の
お
子
さ

▼
時
間 

午
後
1
時
30
分
か
ら（
受

付
：
1
時
か
ら
）

▼
場
所 

県
立
土
浦
産
業
技
術
専
門

学
院
（
土
浦
市
中
村
西
根
番
外
）

▼
内
容 

▼
学
校
見
学
▼
体
験
授
業

▼
対
象 

高
校
生
・
受
験
希
望
者

▼
申
込
方
法 

電
話
で
左
記
に
申
し

込
む　

※
❶
7
月
19
日（
金
）ま
で

❷
8
月
16
日（
金
））
ま
で

s
県
立
土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院

☎
0
2
9
ー

8
4
1
ー

3
5
5
1

▼
期
日 

9
月
22
日（
日
）

▼
受
験
資
格 

▼
男
女
警
察
官
A
：
昭

和
61
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
の
人

で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短

期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
人
も

し
く
は
令
和
2
年
3
月
31
日
ま
で
に

卒
業
見
込
み
の
人
ま
た
は
人
事
委
員

会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
人
▼
男

女
警
察
官
Ｂ
：
昭
和
61
年
4
月
2
日

か
ら
平
成
14
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
で
警
察
官
Ａ
の
受
験
資
格

に
該
当
し
な
い
人
▼
詳
細
は
左
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
募
集
期
間 

7
月
1
日（
月
）午
前

9
時
か
ら
8
月
22
日（
木
）午
後
5

時
ま
で　

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
の
み

▼
採
用
予
定
日 

令
和
2
年
4
月
1
日

s
県
警
察
本
部
警
務
課
☎
0
1
2
0
ー

3
1
4
ー

0
5
8

phttps://w
w

w
.pref.ibaraki.jp/

kenkei/saiyo/ibarakipc_site/

﹁
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
・
ヘ
ル
プ

マ
ー
ク
﹂
を
配
布
し
ま
す

裁
判
所
職
員
一
般
職
試
験

︵
高
卒
者
区
分
︶

町
税
等
の
納
付
催
告
書
を
送
付

し
て
い
ま
す

県
警
察
官
採
用
試
験
実
施

親
子
相
談
ル
ー
ム﹃
く
れ
よ
ん
﹄

町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会
開
催

県
立
土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
開
催
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標
記
訓
練
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時 

7
月
2
日（
火
）〜
4
日（
木
）、

9
日（
火
）〜
11
日（
木
）、
17
日（
水
）

〜
18
日（
木
）、
日
没
か
ら
約
3
時
間

以
内
（
各
機
2
時
間
基
準
）

s
陸
上
自
衛
隊
航
空
学
校
霞
个
浦

校
総
務
課
☎
8
4
2
ー

1
2
1
1

（
3
4
2
0
）

●
自
衛
官
候
補
生

▼
受
験
資
格 

18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
人（
32
歳
の
人
は
採
用
予
定
月

1
日
か
ら
起
算
し
て
3
月
に
達
す

る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
33
歳

に
達
し
て
い
な
い
人
）

▼
受
付
期
間 

年
間
を
通
し
て
受
付

▼
試
験
期
日 

受
付
時
に
お
知
ら
せ

●
一
般
曹
候
補
生

▼
受
験
資
格 

採
用
予
定
月
の
1
日

現
在
で
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

（
32
歳
の
人
は
採
用
予
定
月
の
末
日

現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
人
）

▼
受
付
期
間 

7
月
1
日（
月
）〜

9
月
6
日（
金
）ま
で

▼
試
験
期
日 

▼
1
次
：
9
月
20
日

（
金
）〜
22
日（
日
）▼
2
次
：
10
月

11
日（
金
）〜
16
日（
水
）
　

※
い
ず

れ
も
こ
の
期
間
の
指
定
す
る
1
日

●
航
空
学
生

▼
受
験
資
格 

▼
航
空
自
衛
隊
：
18

歳
以
上
21
歳
未
満
の
人
（
高
卒
者
・

高
卒
見
込
含
）
ま
た
は
高
専
3
年

次
修
了
者
（
見
込
含
）▼
海
上
自
衛

隊
：
18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
人
（
高

▼
参
加
料　

無
料

▼
申
込
方
法 

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

で
左
記
に
申
し
込
む

s
県
立
盲
学
校
視
覚
障
害
教
育
支

援
セ
ン
タ
ー
☎
0
2
9
ー

2
2
1
ー

3
3
8
8
�shien@

ibaraki-sb.
ibk.ed.jp

霞
个
浦
湖
岸
周
辺
の
公
園
等
を
め

ぐ
り
「
川
の
通
信
簿
」を
作
り
ま
す
。

「
川
の
通
信
簿
」
は
河
川
空
間
の

親
し
み
や
す
さ
を
地
域
の
皆
さ
ん
と

共
同
で
点
検
し
、
良
い
点
悪
い
点
を

把
握
し
て
、
良
好
な
河
川
空
間
の

保
全・
整
備
を
図
っ
て
い
く
た
め
の

基
礎
材
料
と
す
る
も
の
で
す
。

参
加
者
の
皆
さ
ん
に
は
通
信
簿
を

つ
け
る
採
点
者
に
な
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
期
日 

❶
8
月
20
日（
火
）❷
21
日

（
水
）

▼
時
間 

❶
❷
午
前
10
時
〜
午
後

5
時

▼
場
所 

霞
个
浦
湖
岸
周
辺
（
バ
ス

で
移
動
し
な
が
ら
採
点
）

▼
定
員 

❶
❷
と
も
に
20
人
（
定
員

で
締
切
・
両
日
参
加
も
可
）

▼
参
加
料　

無
料

▼
申
込
方
法 

8
月
2
日（
金
）午
後

5
時
ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
で
左
記
に
申
し
込
む

s
霞
个
浦
河
川
事
務
所
調
査
課

☎
0
2
9
9
ー

6
3
ー

2
4
1
5

x
0
2
9
9
ー

6
3
ー

2
4
9
5

卒
者
・
高
卒
見
込
含
）
ま
た
は
高
専

3
年
次
修
了
者
（
見
込
含
）

▼
受
付
期
間 

7
月
1
日（
月
）〜

9
月
6
日（
金
）ま
で

▼
試
験
期
日 

▼
1
次
：
9
月
16
日

（
月
）▼
2
次
：
10
月
15
日（
火
）〜

20
日（
日
）ま
で
の
指
定
す
る
1

日
▼
3
次︵
航
空
自
衛
隊
︶：
11
月

16
日（
土
）〜
21
日（
木
）、23
日（
土
）

〜
28
日（
木
）、
30
日（
土
）〜
12
月

5
日（
木
）、7
日（
土
）〜
12
日（
木
）、

14
日（
土
）〜
19
日（
木
）の
う
ち

指
定
す
る
1
日
▼
3
次︵
海
上
自

衛
隊
︶：
11
月
22
日（
金
）〜
12
月

18
日（
水
）の
う
ち
指
定
す
る
1
日

s
自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部

龍
ケ
崎
地
域
事
務
所
☎
0
2
9
7

ー

6
4
ー

3
3
5
1

phttp://w
w

w
.m

od.go.jp/pco/
ibaraki/

視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
の
見
え
に

く
さ
を
補
う
た
め
の
補
助
具
（
レ
ン

ズ
や
拡
大
読
書
器
な
ど
）
の
展
示
・

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

子
ど
も
や
保
護
者
だ
け
で
な
く
、

大
人
や
関
係
機
関
か
ら
も
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
入
学
に
は
関
わ

ら
な
い
相
談
会
で
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
期
日 

8
月
2
日（
金
）

▼
時
間 

午
前
11
時
〜
午
後
3
時

▼
場
所 

県
南
県
民
セ
ン
タ
ー
3
階

第
1
会
議
室
（
土
浦
市
真
鍋
）

家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
当
事
者

を
持
つ
人
が
あ
つ
ま
り
「
家
族
を
支

え
る
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

家
族
や
親
族
だ
け
が
参
加
で
き

る
会
で
安
心
し
て
悩
み
を
話
し

合
い
、
多
く
の
参
考
意
見
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

▼
期
日 

7
月
20
日（
土
）

▼
時
間 

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

▼
場
所 

本
郷
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
そ
の
他 

参
加
料
無
料
・
申
込
不
要

s
社
会
福
祉
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
6
4
）

▼
期
日 

8
月
18
日（
日
）

▼
開
演
時
間 

❶
午
前
の
部
：
午
前

10
時
30
分（
開
場
：
10
時
）❷
午
後
の

部
：
午
後
1
時
30
分（
開
場
：
1
時
）

▼
場
所 

か
す
み
公
民
館

▼
出
演
者 

▼
井
坂
斗
絲
幸
社
中

▼
喜
楽
座
▼
喜
楽
▼
喜
幸
会

▼
定
員 

❶
❷
と
も
に
1
8
0
人

（
定
員
で
締
切
・
午
前
午
後
で
総
入

れ
替
え
）

▼
そ
の
他 

申
込
不
要
・
入
場
料
無
料

s
か
す
み
公
民
館
☎
8
8
8
ー

8
1
1
1

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
3
・
4
機
に
よ
る

﹃
土
浦
地
方
家
族
会
﹄
開
催

県
立
盲
学
校
地
域
巡
回
教
育

相
談
会
の
実
施

採
点
者
募
集
！

川
の
通
信
簿

自
衛
官
募
集

﹃
か
す
み
コ
ン
サ
ー
ト
﹄
開
催

陸
上
自
衛
隊
霞
个
浦
飛
行
場

﹃
夜
間
飛
行
訓
練
﹄



行政相談
日　　時 7 月 4 日（木）　午前 10 時～午後 3 時
場　　所 役場 3 階 305 会議室
問い合わせ 総務課☎ 888ー 1111（215）
子育て相談
電話・来所相談 月～金曜日 午前 9 時～午後 4 時
場　　所 中郷保育所内
訪問相談 随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター☎ 891ー 2772
教育相談
日　　時 月～金曜日 午前 9 時～午後 3 時
場　　所 図書館となり
問い合わせ 教育相談センター（やすらぎの園）☎ 888 ー 1225
心配ごと相談
日　　時 水曜日 午後 1 時～ 4 時
弁護士相談 月 1 回（第 1 水曜日）午後 1 時～ 3 時 30 分

※弁護士相談は毎週水曜日の心配ごと相談にて要予約
場　　所 総合保健福祉会館『さわやかセンター』相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー 0084
高齢者総合相談
日　　時 月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
場　　所 町社会福祉協議会内
問い合わせ  町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費生活相談
日　　時 月～金曜日　午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時
場　　所 役場 1 階町消費生活センタ－
問い合わせ 町消費生活センタ－☎ 888ー1871
交通事故相談
期　　日 月～金曜日　※ 4 月 1 日以降は火曜日は休み
時　　間 午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時 45 分
弁護士相談 第 1・3 水曜日　午後 1 時～ 4 時　※ 要予約
　　　　　※弁護士相談：第 1 水曜日のみ実施
場　　所 県土浦合同庁舎
問い合わせ 県南地方交通事故相談所☎ 823ー 1123

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12 月は第 3）金曜日発行です。
下記公共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1 階正面玄関・ロビー、役場 2 階情報広報

課、うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあいセ
ンター、予科練平和記念館、町民活動センター

▼その他の施設：町内の郵便局、町内の常陽銀行・筑波銀行
の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城県信用組合阿見支
店、カスミフードスクエア阿見店・荒川本郷店、スーパー
タイヨー阿見店、ランドロームフードマーケット阿見店

●人口と世帯●

●公共機関電話番号●●防災行政無線フリーダイヤル●
防災行政無線で放送された内容は、下記の

フリーダイヤルの電話でも確認することがで
きます。（通話料は無料です）

●定例相談●

阿見消防署管内調べ
出場件数 167 件（928）

※救急車の適正な利用を
お願いします

急　　病 109件（ 646）
交通事故 22件（ 79）
一般負傷 16件（ 113）
そ の 他 20件（ 90）
合　 計 167 件（ 928）

7 月の納税等
固定資産税（2 期）
国民健康保険税（1 期）
後期高齢者医療保険料（1 期）
介護保険料（1 期）
納期限 7 月 31 日（水）

8 月の納税等
町・県民税（2 期）
国民健康保険税（2 期）
後期高齢者医療保険料（2 期）
介護保険料（2 期）
納期限 9 月 2 日（月）

救急車出動状況　5 月（年累計）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

●あみメール登録お願いします●
ス マ ー ト フ ォ ン・携 帯 電 話 で
t-ami@sg-m.jp宛てに空メール
を送信するか、または左記 QR コ
ードを読み取り、専用サイトにア
クセスして登録してください。

0120-131-813

▽ 6 月 1 日現在
▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽情報広報課調べ

●総人口　47,672 人 ( － 12）
●男　性　23,619 人 ( － 22）
●女　性　24,053 人 ( ＋ 10）
●世帯数　19,817 世帯 ( ± 0）

うずら出張所 
☎ 841 ー 1167
健康づくり課 
☎ 888 ー 2940
福祉センターまほろば 
☎ 887 ー 3969
地域子育て支援センター 
☎ 891 ー 2772
阿見消防署 
☎ 887 ー 0119
火災情報案内 
☎ 0297 ー 64 ー 0119
上下水道課 
☎ 889 ー 5151
霞クリーンセンター 
☎ 889 ー 0091
中央公民館 
☎ 888 ー 2526
君原公民館 
☎ 889 ー 1363
かすみ公民館 
☎ 888 ー 8111

本郷ふれあいセンター 
☎ 830 ー 5100
舟島ふれあいセンター 
☎ 840 ー 2761
図書館 
☎ 887 ー 6331
予科練平和記念館 
☎ 891 ー 3344
総合運動公園 
☎ 889 ー 2788
教育相談センター 
☎ 888 ー 1225
町民活動センター 
☎ 888 ー 2051
町男女共同参画センター 
☎ 896 ー 3181
消費生活センター 
☎ 888 ー 1871
町民ダイヤル（休日当番医・
定例相談等のテレホンサー
ビス）☎ 887 ー 6600

役場開庁時間（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※日曜開庁あり（『広報あみ』お知らせ版参照）
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